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第４８３回（定例）福崎町議会会議録  

平成３１年３月４日（月）  

午前９時３０分  開  会 

 

  １．平成３１年３月４日、第４８３回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １３名  

      １番  松 岡 秀 人       ８番   山 口   純  

      ２番  柴 田 幹 夫      １０番   冨 田 昭  市  

      ３番  三 輪 一 朝      １１番   小 林   博  

      ４番  北 山 孝 彦      １２番   石 野 光  市  

      ５番  前 川 裕 量      １３番   城 谷 英  之  

      ６番  河 嶋 重一郎      １４番   高 井 國  年  

      ７番  木 村 いづみ       

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  木ノ本 雅 佳  主       査  塩  見 浩  幸 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  橋 本 省 三  副 町 長  尾 﨑  吉 晴  

    教 育 長  髙 寄 十 郎  上下水道事業管理者  近 藤  博 之  

    技 監  吉 栖 雅 人  会 計 管 理 者  小 幡  伸 一  

    総 務 課 長  山 下 健 介  企 画 財 政 課 長  吉 田  利 彦  

    税 務 課 長  尾 﨑 俊 也  地 域 振 興 課 長  松 田  清 彦  

    住 民 生 活 課 長  谷 岡 周 和  健 康 福 祉 課 長  三 木  雅 人  

    農 林 振 興 課 長  松 岡 伸 泰  ま ち づ く り 課 長  福 永    聡  

    上 下 水 道 課 長  成 田 邦 造  学 校 教 育 課 長  岩 木  秀 人  

    社 会 教 育 課 長  大 塚 久 典  

 

  １．議事日程  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 議員の辞職許可  

    第 ５ 報告第 １号 議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償の額を  

               定め和解すること）  

    第 ６ 報告第 ２号 議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅周辺整備  

               （その１）工事）  

    第 ７ 報告第 ３号 議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅前観光交 

               流センター新築工事）  

    第 ８ 報告第 ４号 議会の委任による専決処分の報告について（辻川観光交流セ  

               ンター新築工事）  

    第 ９ 議案第 １号 人権擁護委員の推薦について  

    第１０ 議案第 ２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  
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               について  

    第１１ 議案第 ３号 福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改  

               正する条例について  

    第１２ 議案第 ４号 福崎町森林環境譲与税基金条例の制定について  

    第１３ 議案第 ５号 県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例について  

    第１４ 議案第 ６号 福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に  

               関する条例の一部を改正する条例について  

    第１５ 議案第 ７号 福崎町公営企業管理者の設置のための関係条例の整備に関す  

               る条例の制定について  

    第１６ 議案第 ８号 福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例等  

               を廃止する条例の制定について  

    第１７ 議案第 ９号 福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改  

正する条例について  

    第１８ 議案第１０号  福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条  

例について  

    第１９ 議案第１１号  福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後期基本計画  

               の策定について  

    第２０ 議案第１２号  平成３０年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

    第２１ 議案第１３号  平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第  

               ３号）について  

    第２２ 議案第１４号  平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算  

               （第２号）について  

    第２３ 議案第１５号  平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３  

               号）について  

    第２４ 議案第１６号  平成３０年度福崎町水道事業会計補正予算（第２号）につい  

               て  

    第２５ 議案第１７号  平成３０年度福崎町下水道事業会計補正予算（第２号）につ  

               いて  

    第２６ 議案第１８号  平成３１年度福崎町一般会計予算について  

    第２７ 議案第１９号  平成３１年度福崎町国民健康保険事業特別会計予算について  

    第２８ 議案第２０号  平成３１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算につい  

               て  

    第２９ 議案第２１号  平成３１年度福崎町介護保険事業特別会計予算について  

    第３０ 議案第２２号  平成３１年度福崎町水道事業会計予算について  

    第３１ 議案第２３号  平成３１年度福崎町工業用水道事業会計予算について  

    第３２ 議案第２４号  平成３１年度福崎町下水道事業会計予算について  

    第３３ 議案第２５号  平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算について  

    第３４ 議案第２６号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

    第３５ 議案第２７号  工事請負契約について (学校施設空調設備設置工事 ) 

    第３６ 議案第２８号  工事請負契約の変更について（福崎駅周辺整備（その２）工  

               事）  

    第３７ 議案第２９号  兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について  

    第３８ 議案第３０号  兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について  

    第３９ 発議第 １号 福崎町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例に  

               ついて  

    第４０ 発議第 ２号 福崎町議会基本条例の一部を改正する条例について  
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    第４１ 請願第 １号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の  

               採択を求める請願書  

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 議員の辞職許可  

    第 ５ 報告第 １号 議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償の額を  

               定め和解すること）  

    第 ６ 報告第 ２号 議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅周辺整備  

               （その１）工事）  

    第 ７ 報告第 ３号 議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅前観光交 

               流センター新築工事）  

    第 ８ 報告第 ４号 議会の委任による専決処分の報告について（辻川観光交流セ  

               ンター新築工事）  

    第 ９ 議案第 １号 人権擁護委員の推薦について  

    第１０ 議案第 ２号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例  

               ついて  

    第１１ 議案第 ３号 福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改  

               正する条例について  

    第１２ 議案第 ４号 福崎町森林環境譲与税基金条例の制定について  

    第１３ 議案第 ５号 県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例について  

    第１４ 議案第 ６号 福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に  

               関する条例の一部を改正する条例について  

    第１５ 議案第 ７号 福崎町公営企業管理者の設置のための関係条例の整備に関す  

               る条例の制定について  

    第１６ 議案第 ８号 福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例等  

               を廃止する条例の制定について  

    第１７ 議案第 ９号 福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改  

正する条例について  

    第１８ 議案第１０号  福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条  

例について  

    第１９ 議案第１１号  福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後期基本計画  

               の策定について  

    第２０ 議案第１２号  平成３０年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

    第２１ 議案第１３号  平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第  

               ３号）について  

    第２２ 議案第１４号  平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算  

               （第２号）について  

    第２３ 議案第１５号  平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３  

               号）について  

    第２４ 議案第１６号  平成３０年度福崎町水道事業会計補正予算（第２号）につい  

               て  

    第２５ 議案第１７号  平成３０年度福崎町下水道事業会計補正予算（第２号）につ  

               いて  
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    第２６ 議案第１８号  平成３１年度福崎町一般会計予算について  

    第２７ 議案第１９号  平成３１年度福崎町国民健康保険事業特別会計予算について  

    第２８ 議案第２０号  平成３１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算につい  

               て  

    第２９ 議案第２１号  平成３１年度福崎町介護保険事業特別会計予算について  

    第３０ 議案第２２号  平成３１年度福崎町水道事業会計予算について  

    第３１ 議案第２３号  平成３１年度福崎町工業用水道事業会計予算について  

    第３２ 議案第２４号  平成３１年度福崎町下水道事業会計予算について  

    第３３ 議案第２５号  平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算について  

    第３４ 議案第２６号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

    第３５ 議案第２７号  工事請負契約について (学校施設空調設備設置工事 ) 

    第３６ 議案第２８号  工事請負契約の変更について（福崎駅周辺整備（その２）工  

               事）  

    第３７ 議案第２９号  兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について  

    第３８ 議案第３０号  兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について  

    第３９ 発議第 １号 福崎町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例に  

               ついて  

    第４０ 発議第 ２号 福崎町議会基本条例の一部を改正する条例について  

    第４１ 請願第 １号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の  

               採択を求める請願書  

 

  １．開会  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  

       第４８３回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。  

       まだまだ朝夕は寒い日が続いておりますが、日ごとに春の兆しが感じられる季

節となってまいりました。  

       議員の皆様におかれましては、早朝からご参集いただき、まことにありがとう

ございます。  

       さて、本定例会に提案されます案件は、報告第１号から報告第４号までの報告

４件、議案第１号から議案第３０号までの議案３０件、委員会提案議案が２件、

請願が１件の、合計３７件であります。平成３１年度予算など、いずれも重要

な案件でありますので、慎重にご審議いただき、また、議事の円滑なる運営に

つきましても格別のご協力をお願いいたしまして、本定例会の開会の挨拶とい

たします。  

       ただいまの出席議員数は１３名でございます。  

       定足数に達しております。  

       よって、第４８３回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。  

       また、総務課及び事務局から写真撮影の申し出が出ておりますので、撮影を許

可いたします。  

       ただいまから、第４８３回福崎町議会定例会を開会いたします。  

       これより本日の日程に入ります。  

       本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  
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議    長  日程第１は議事録署名議員の指名であります。  

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。  

       ６番、河嶋重一郎議員  

       ８番、山口  純議員  

       以上の両議員にお願いいたします。  

 

日程第２ 会期の決定  

 

議    長  日程第２は、会期の決定であります。  

       会期の決定の件を議題といたします。  

       去る２月２５日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、

既に皆さんのお手元に配付しております日程表案のとおり、本日から３月２６日

までの２３日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、会期は本日から３月２６日までの２３日間といたします。  

 

日程第３ 諸報告  

 

議    長  日程第３は、諸報告であります。  

       １２月２０日の第４８２回定例会閉会後、本日までの議会活動について、事務

局に報告させます。  

事 務 局 議会活動報告をいたします。  

       報告の内容につきましては、主なものを申し上げます。  

       １月６日、姫路市シロトピア記念公園において、姫路市消防出初式が開催され、

議長及び民生まちづくり常任委員長が出席いたしました。  

       １月１３日、田原小学校において、福崎町消防団出初式が開催され、議長ほか

各議員が出席し、議長が祝辞を述べてまいりました。  

       １月１４日、エルデホールにおいて、平成３１年成人式が行われ、議長ほか各

議員が出席し、議長がお祝いの言葉を述べてまいりました。  

       １月２７日、エルデホールにおいて、第３２回ふるさと文化祭が開催され、議

長が出席いたしました。  

       １月２９日、播磨地方拠点都市地域市町議会協議会が鳥取市役所及び鳥取ガス

を視察し、議長が出席いたしました。  

       ２月２日、エルデホールにおいて、もちむぎの可能性を考えるフォーラムが開

催され、議長が出席いたしました。  

そのほかの議会活動報告は、お手元に配付の報告書のとおりです。  

       以上です。  

議    長  以上で、議会活動報告を終わります。  

       また、例月出納検査の報告書が議長宛に提出されております。その写しを配付

しております。  

 

日程第４ 議員の辞職許可  

 

議    長  日程第４、議員の辞職許可について、報告いたします。  
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       本日、３月４日、開会に先立ちまして、牛尾雅一議員から議員を辞職したいと

の旨、届け出がありました。よって、この取り扱いを慎重に検討しました結果、

地方自治法第１２６条の規定により、これを許可しましたので、ご報告いたしま

す。 

       次は、議案の上程及び議案説明であります。これより、報告第１号、議会の委

任による専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解すること）から、請

願第１号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求

める請願書についてまでの３７件を議題といたします。これから、上程議案に対

する町長の提案内容の説明を求めてまいります。  

町    長  皆さん、おはようございます。  

       第４８３回福崎町議会定例会を招集しましたところ、ご出席を賜り、まことに

ありがとうございます。木の芽も膨らみ、花のつぼみに春を感じるうれしい季節

となりました。草木を揺らす風にも春の訪れを感じます。これからも三寒四温を

繰り返し、桜の季節を迎えるわけですが、お体には十分気をつけていただきたい

と思います。  

       さて、本年は天皇陛下の譲位により、平成の時代もあと二月で幕を閉じます。

新しい元号とともに、国では、５月の米国大統領来日、６には大阪で主要２０カ

国首脳会議、７月に参議院議員選挙、そして、１０月には消費税改正と、私たち

の生活に直結する各種事業が予定されています。本町におきましても、長年の懸

案であった福崎駅周辺整備事業が完成の運びとなり、いよいよお披露目できるこ

ととなります。１０月には、ご尽力をいただいた関係者をお迎えし、住民の皆さ

んとお祝いをしたいと考えています。新しい福崎駅前が新元号の元年にスタート

が切れることをうれしく思っています。今後は、この事業で整備した各種施設の

運営や周辺のにぎわいづくりに注力していく所存です。  

       さて、我が国を取り巻く社会や経済情勢に目を向けますと、「景気は、緩やか

に回復している」また、「海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留

意する必要がある」とされており、依然として不透明な状況にあります。一方、

国内に目を向けますと、消費者物価は横ばいではありますが、個人消費や輸出が

持ち直しの動きをみせ、設備投資は増加、生産は緩やかに増加、雇用情勢は着実

に改善、景気は緩やかに回復しているようであります。このような中、政府は、

デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化を同時に実現するた

め、「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」及び「未来投資戦略２０１８」

等を着実に実行するとともに、全ての世代が安心でき、活躍できる「全世代型社

会保障制度」を実現するため、労働制度を初め制度全般の改革を進めています。

また、１０月に予定している消費税率の引き上げを控え、経済財政運営に万全を

期すとしています。  

       国の平成３１年度予算フレームでは、歳入面では、税収を６２兆５，０００億

円と見込み、プライマリーバランスは対前年度と比べ若干の改善となりますが、

国と地方を合わせた債務残高が、平成３１年度末に１，１２２兆円に達するとい

われ厳しい財政状況が続いています。  

       また、兵庫県では、行財政構造改革の成果を生かしつつ適正な行財政運営を推

進するため策定した「行財政運営指針」に基づき、選択と集中を徹底し、「兵庫

県地域創生戦略」、「兵庫２０３０年の展望」等を踏まえ、すこやか兵庫の実現

に向けた施策を積極的に展開するとしています。  

       このような中、本町では、国、県の施策の動向を注視しつつ、第５次総合計画

の実現と福崎町総合戦略の取り組みを進めるとともに、行財政改革の不断の取り
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組みと実行等により、人口減少・少子高齢社会であっても「創意と工夫で輝く

町」を築いていくための予算編成を行いました。一般会計の予算総額は８２億８

００万円で、対前年度比８億６００万円、率として８．９％の減となりました。  

       特別会計の国民健康保険事業では、兵庫県が財政運営の責任主体となる大きな

制度改正から２年目を迎え、引き続き国による財政支援により基盤を強化すると

ともに、町においては資格管理や保険給付、保険税の賦課・徴収、保健事業など、

地域に密着した事業に取り組みます。県から示された標準保険料率及び事業費納

付金額を参考に、基金活用も含めた負担緩和を図りつつ、適正な税率設定に努め

てまいります。  

       後期高齢者医療事業では、国による社会保障制度の見直しの中で、継続して保

険料軽減措置の改正等が段階的に行われており、被保険者の負担にも大きくかか

わることから、正確な情報提供、丁寧な周知に努めてまいります。  

       介護保険事業では、地域包括ケアシステム構築に向けて、昨年度に引き続き高

齢者の自立支援や重度化防止等を進めるため、保険者機能強化に取り組むととも

に、１０月からの消費税引き上げによる財源を活用し、別枠で公費を投入するこ

とで、低所得者の保険料の軽減割合を拡充します。近年、我が国の製造業を取り

巻く環境は大きく改善し、本町においても工場用地の需要が高まっています。こ

のような状況の中、地域経済の成長基盤を整え、雇用の場を創出することが町の

活性化につながることから、町が事業主体となって工場用地の確保に取り組むた

め、工業団地造成事業を新たに設置いたします。  

       水道事業、工業用水道事業、下水道事業に工業団地造成事業を加えた４事業の

管理者として、上下水道事業管理者を公営企業管理者に改めます。水道事業では、

安全で安心な水の安定供給を図るため配水管及び送水管の更新に取り組みます。

下水道事業では、長目地区コミュニティプラント施設を公共下水道へ統合し効率

的な施設運営を図ります。また、市街地の浸水被害の解消を図るため、川すそ雨

水幹線の整備を推進するとともに、福田地区直谷第２雨水幹線の整備に着手しま

す。 

       歳出における第５次総合計画の政策の柱ごとの主な事業は、第１の柱、地域づ

くり（参画と協働）では、自治会における自立（律）のまちづくり交付金事業を

継続し実施します。個人番号の普及促進と住民の利便性向上のため、住民票・印

鑑証明書・戸籍謄本などをコンビニで交付できるサービスを実施します。また、

納税者が複数の地方公共団体に対して一括納税を可能とする地方税共通納税シス

テムを導入します。  

       第２の柱、教育・文化（ひとづくり）では、公立幼児園４園及び私立こども園

２園の幼保連携型認定こども園により、就学前教育・保育の充実に取り組みます。

子育て支援では、子ども子育て支援事業計画を策定します。また、学校施設長寿

命化計画に基づき福崎小学校北校舎の長寿命化改修工事の実施設計を行います。

第４０回山桃忌は「文学者としての井上通泰と柳田國男」をテーマに、講演会や

シンポジウム、また、出雲の民俗芸能を披露し『柳田國男生誕の地  福崎町』を

広く発信します。エルデホールでは、メインホール等の空調設備の改修工事を実

施します。  

      第３の柱、生活・環境（安全）では、新たな浸水想定区域及び土砂災害特別警戒

区域、いわゆるレッド区域を反映した防災マップの改定を行います。また、防災

重点ため池である北浦谷奥池、新池のため池ハザードマップを作成します。ごみ

処理事業では、神崎郡３町での次期ごみ処理施設建設に向け、中播北部行政事務

組合内に準備室を設置し、福崎町からも職員１名を派遣し、事業の一層の推進を
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図ります。  

       第４の柱、健康・医療・福祉（安心）では、「保健センター」を４月から毎週

土曜日を開庁し、健康や子育て、介護など、さまざまな相談業務に当たります。

医療費助成事業では、現在、中学３年生までを対象に実施している子ども医療費

助成について、対象を高校生まで拡大し、その一部を助成いたします。また、巡

回バスのまちなか便の昼間の空白時間の解消やダイヤ変更を初め、郊外便の運行

本数を増やすとともに、市町間連携バスのルート変更など、サービス・利便性の

強化を図ります。  

       第５の柱、産業振興（活力）では、高岡・福田地区の県営ほ場整備事業を進め、

山崎地区においては、引き続き調査業務を実施します。商工・観光では駅前、辻

川、二つの観光交流センターの指定管理者を定め、観光協会と連携し、おもてな

しのまちづくりの拠点施設・交流施設等としての利活用を図ります。また、ひょ

うご地域創生交付金事業を活用し、第１回妖怪ベンチコンテストの開催、駅前広

場の妖怪モニュメントの設置や駅周辺で福崎○○まるしぇを実施し地域のにぎわ

いづくりに努めます。消費増税対策として子育て層や低所得者層にプレミアム付

商品券を発行します。  

       第６の柱、まちの基盤、利便・快適では、駅周辺整備事業は繰越事業を含め早

期完成を図り、商業施設などの生活利便施設誘致に取り組みます。また、福崎駅

田原線の土地収用手続を進めるとともに県道甘地福崎線北工区の整備を促進しま

す。橋梁では長寿命化修繕計画に基づき３橋の補修、１橋の架け替え及び１橋の

撤去を行います。町営住宅駅前団地は建て替え工事を引き続き行い、完成後、入

居者の転居を進めるとともに、旧住宅の解体工事を実施します。  

       平成３１年度に取り組む各課の主な事業ですが、総務課につきましては、職員

においては、時代の変化やニーズに対応した政策形成能力を高めるため、各種研

修機関での研修や県との人事交流の充実に努めます。非常勤職員の任用について、

地方公務員法等の改正に伴い、新たに会計年度任用職員として、その制度確立を

図ります。女性の持つ豊かな感性や生活体験を通した視点による率直な意見、提

言をいただくため、女性委員会の活動を引き続き進めます。住民サービスの向上

並びに庁舎整備の一環として、１階窓口カウンターの改修整備を行います。また、

新たな試みとして、民間事業者との官民協働事業により行政情報、観光、医療な

どの暮らしに役立つ「町民便利帳」を作成し、全戸配布いたします。本年度は、

兵庫県議会議員選挙、参議院議員通常選挙、福崎町長選挙の選挙が予定されてお

り、選挙管理委員会では公平、公正な選挙執行に努めてまいります。 

       企画財政課につきましては、「福崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が、

平成３１年度に５年目の最終年度を迎えるため、改定を進めてまいります。また、

健全な財政運営については、大型事業を進める一方で、中長期的な見通しを念頭

に置きながら、第５次行政改革実施計画に沿って改革に取り組んでまいります。  

       税務課につきましては、国税徴収法、地方税法、町税条例及び債権管理条例な

どに基づき適正な滞納整理、債権管理を行うことにより徴収率の一層の向上を目

指します。地方税共通納税システムに対応するため、税基幹系システムの改修を

行います。対象法人にとってはメリットが大きいので、広報紙やホームページな

どによる周知に取り組みます。  

       地域振興課につきましては、株式会社もちむぎ食品センターの安定的な経営と

酒類小売販売免許の取得を支援します。大庄屋三木家住宅の副屋や辻川界隈歴

史・文化館の指定管理の導入に向け協議を進めます。また、買物困難者対策とし

て商工会と連携し取り組んでいる移動スーパー「ふくふくまる」は、地域の需要
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を確認しつつ柔軟に対応していきます。  

       住民生活課につきましては、くれさかクリーンセンターの焼却炉停止後の姫路

市処理施設へのごみの搬入方法などについて、姫路市と協議を進めます。個人番

号カードの取得促進を図るため、写真撮影の無料サービスや休日の個人番号カー

ド申請を受け付けます。通学路の安全性の向上や防犯対策として防犯灯を設置す

るほか、通学路にグリーンベルトを設置するなど、児童・生徒の通学の安全確保

に努めます。  

       健康福祉課につきましては、本年１１月末で現在の民生委員・児童委員の任期

が満了となるため、一斉改選を実施します。子ども家庭総合支援拠点を保健セン

ターに設置し、１８歳未満の要支援児への対応を強化するとともに、自殺対策も

兼ね、閉じこもり傾向の成人も対象とした専門相談員による月１回の「家庭自立

相談日」を開設します。母子保健事業では、不育症治療支援事業を実施し治療費

の半額を助成することで、経済的負担の軽減を図ります。食育推進事業では、妊

娠期の母親に対して実習や講義を通じて正しい食事量や栄養素、離乳食のとりわ

け方法などを学ぶ「プレママクッキング」を実施します。また、健診結果から低

栄養のおそれのある高齢者に対し、栄養士が家庭訪問等で個別指導を行い、介護

予防に取り組みます。成人保健事業では、姫路市医師会の協力を得て子宮頸がん

検診の個別検診受診医療機関の拡充を図り、受診しやすい体制を整えます。  

       農林振興課につきましては、「人・農地プラン」の作成と多面的機能交付金事

業を推進します。また、農地の担い手への集積・集約、耕作放棄地の解消を進め

るとともに、農業用施設の機能更新・長寿命化を図ります。特産もち麦の生産性

向上、高品質化、新商品開発、販売促進等を進めてまいります。  

       まちづくり課につきましては、道路整備は、各集落内の道路の改修や通行に支

障を来す危険箇所の解消に向けて整備を進めていきます。また、道路照明のＬＥ

Ｄ化、信号への地名表示など、計画的に取り組みます。福崎駅周辺整備の進捗に

伴い、都市計画道路福崎駅田原線の法線変更の検討を進めてまいります。住民の

憩いの場となる公園の適正な管理に努め、市川河川公園のトイレの更新、宮の丘

ふれあい広場のトイレ改修を実施します。空き家対策につきましては、「空家等

情報バンク」への登録をＰＲし、空き家の利活用を図ります。また、「空家等の

適正な管理に関する条例」に基づき、空家審議会に諮りながら、特定空家に対し

指導・助言を行ってまいります。  

       上下水道課につきましては、水道事業では、亀坪地区配水管や余田配水池から

東部工業団地への連絡送水管の更新、また、西治長野線の西谷川にかかる無名橋

架け替え工事に合わせ、水管橋の布設替を実施します。汚水事業では、コミュニ

ティプラントを廃止し、処理場の閉鎖工事を実施します。福崎浄化センターの長

寿命化に向け、対象施設の点検・検査を実施し、調査結果をストックマネジメン

ト計画として取りまとめます。また、農業集落排水処理施設の長寿命化を図るた

め、施設機能診断を実施し、最適整備構想計画に取り組みます。  

       学校教育課につきましては、消費税増税に伴う就学前教育・保育の無償化に該

当する利用者及び給食費徴収等の事務変更について円滑な移行を進めてまいりま

す。学童保育事業につきましては、保育時間が長くなる夏季休業期間について、

７月は７，０００円、８月は９，０００円とし、保護者に適正な負担を求めてま

いります。平成３０年度に続く２年目として、友好都市である遠野市へ福崎町内

小学生が訪問し、民俗学の父、柳田國男先生を軸とした児童交流を行います。  

       社会教育課につきましては、柳田國男・松岡家記念館では、松岡映丘生誕１４

０年に向け、２回の画稿展を開催、また、資料収集・整理作業を進めます。歴史
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民俗資料館で、５月１日の改元を記念し、「平成時代とふくさき」を振り返る企

画展、また、発掘調査からも平成３０年間を振り返る企画展も開催いたします。

埋蔵文化財事業では、引き続き高岡・福田地区ほ場整備事業の本調査を実施いた

します。図書館では、住民の情報文化の核として情報の収集・発信に努めるとと

もに、子どもたちに読書習慣が身につくよう各種事業に取り組んでいきます。ま

た、さらに蔵書の充実を図ってまいります。学校の支援事業として、「みんなで

支える学校  みんなで育てる子ども」をテーマに、登下校の見守り、補充教室や

土曜チャレンジ教室などの支援活動を引き続き実施いたします。文化センターで

は、各種講演会やセミナーを幅広い分野で実施し、生涯学習の拠点としての充実

を図ります。野外活動センターでは、傷みの激しい多目的広場の改修工事を行い、

安全な施設管理に努めてまいります。  

       続きまして、各今議会提出議案の概要について説明いたします。  

       報告第１号の議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償の額を定め

和解すること）は、公用車運転中の職員が起こした事故で、このたび損害賠償の

額を定め和解するため専決処分したので報告するものです。  

       報告第２号から報告第４号の議会の委任による専決処分の報告につきましては、

駅前交通広場、駅前観光交流センター、辻川観光交流センターの各工事について

変更契約したため報告するものであります。  

       議案第１号、人権擁護委員の推薦については、新たに池田節代氏を推薦するこ

とにつき議会の同意を求めるものであります。 

       議案第２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いては、労働基準法の改正に倣い、時間外勤務等の上限時間等について規則に委

任し定めようとするもので、平成３１年４月１日から施行します。  

       議案第３号、福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例につきましては、近年の少子高齢社会の到来により、住民の健康管理や子

育て支援等をより充実するため、福崎町保健センターの開館時間を改め、土曜日

においてもセンターを開館し、住民サービス向上を図る改正で、平成３１年４月

１日から施行します。  

       議案第４号、福崎町森林環境譲与税基金条例の制定については、仮称でありま

すが、森林環境譲与税が、平成３１年度から譲与されることに伴い、森林伐整備

及びその促進に要する資金に充てる基金条例を制定するもので、平成３１年４月

１日から施行します。  

       議案第５号、県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例につきまして

は、基金を全額取り崩したため廃止するもので、平成３１年３月２９日から施行

します。  

       議案第６号、福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例については、水道事業、工業用水道事業、下水道事

業に工業団地造成事業を加え「公営企業」とするとともに、上下水道事業管理者

を公営企業管理者に改正するもので、平成３１年４月１日から施行します。  

       また、議案第７号、福崎町公営企業管理者の設置のための関係条例の整備に関

する条例の制定については、公営企業管理者に名称変更することから、関連する

条例を一括して整理するものであります。  

       議案第８号、福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例等を廃

止する条例の制定については、コミュニティプラントの公共下水道への統合に伴

い、関係する条例を廃止するものです。  

       議案第９号、福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改正す
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る条例については、学童保育園の保育料を保育時間の長くなる７月及び８月につ

いて一部改正するもので、平成３１年４月１日から施行します。  

       議案第１０号、福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

については、辻川山公園を都市公園とし、都市公園条例で管理することに伴い、

この条例を廃止するものです。  

       議案第１１号、福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後期基本計画の

策定については、平成２６年３月に策定した第５次総合計画について、基本構想

の一部修正及び後期基本計画を策定するに当たり、自治基本条例に基づき、議会

の議決を求めるものです。  

       議案第１２号、平成３０年度福崎町一般会計補正予算（第３号）についてから、

議案第１７号、平成３０年度福崎町下水道事業会計補正予算（第２号）について

までは、平成３０年度の補正予算で、一般会計の歳出で主なものは、もちむぎの

やかた及び給食センターの借地購入や、福崎駅周辺整備費の増、橋梁改修費、公

共下水道事業会計負担金減などです。  

       議案第１８号、平成３１年度福崎町一般会計補正予算についてから、議案第２

５号、平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算についてまでは、平成３１

年度の当初予算で、一般会計では、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８２億８００

万円としています。主な事業については、予算に関連する概要書に主要事業とし

て、拡充、新設、行革などを明示しながら一覧表としていますのでごらんくださ

い。また、議案第２５号は地域経済の成長基盤を整え、雇用の場を創出するため、

新たに町が事業主体となって工場用地の確保に取り組む公営企業会計として福崎

町工業団地造成事業会計を設けました。  

       議案第２６号、福崎町道路線の廃止及び認定については、道路法の規定に基づ

き２級２３５８号線を廃止し、終点を変更し、新たに２級２３５８号線として認

定することについて、議会の議決を求めるものであります。  

       議案第２７号、工事請負契約については、平成３１年２月２１日に一般競争入

札を執行した学校施設空調設備設置工事について、その契約に当たり議会の議決

を求めるものであります。 

       議案第２８号、工事請負契約の変更については、平成３０年６月１２日に契約

した駅前交流広場の事業量の増により変更契約をするため、議会の議決を求める

ものであります。  

       議案第２９号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更にっいて、並び

に議案第３０号、兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更については、

どちらも「篠山市」の名称変更による改正で、名称が変更される平成３１年５月

１日から施行します。  

       以上、報告が４件、人事案件１件、条例関係で９件、予算案件で補正予算、当

初予算合わせて１４件、契約２件、規約変更２件、その他の案件２件の全３４件

となっています。  

       詳細説明は、副町長、上下水道事業管理者、技監、担当課長が行いますのでよ

ろしくご審議賜りますことをお願い申し上げ、所信表明といたします。  

議    長  ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。  

       これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご了承ください。  

 

日程第５ 報告第１号  議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償の額を定め和解  

           すること）  
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議    長  日程第５、報告第１号、議会の委任による専決処分の報告について（損害賠償

の額を定め和解すること）についてを議題といたします。本案に対する詳細なる

説明を求めます。  

総 務 課 長 報告第１号、議会の委任による専決処分の報告について説明申し上げます。  

       この件は、物損事故における損害賠償の額を定め、和解することについて、平

成３１年１月２３日に専決処分を行ったので、地方自治法第１８０条第２項の規

定により、報告をするものでございます。  

       報告第１号資料に事故発生現場位置図、事故発生状況略図をお示ししています

ので、ご参照ください。事故の発生は平成３０年１１月２２日午前１１時２０分

ごろ、事故の発生場所は、福崎町福崎新３２９番地３４の敷地内駐車場で、相手

方は姫路市内の株式会社所有の車でございます。事故の概要は上下水道課職員が

給水装置設置工事の検査立ち会いを終え、敷地内で町公用車を後退し移動させた

際、隣に駐車してあった相手方の乗用車の右後方と町公用車の左前方が接触した

ものでございます。損害賠償額は破損した車の修理に要する費用１８万７，５４

４円です。  

       以上、報告第１号の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第６ 報告第２号  議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅周辺整備 (その１) 

           工事）  

日程第７ 報告第３号  議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅前観光交流センタ  

           ―新築工事）  

日程第８ 報告第４号  議会の委任による専決処分の報告について（辻川観光交流センター新  

           築工事）  

 

議    長  日程第６、報告第２号、議会の委任による専決処分の報告について（福崎駅周

辺整備（その１）工事）から日程第８、報告第４号、議会の委任による専決処分

の報告について（辻川観光交流センター新築工事）までを一括議題といたします。

各案に対する詳細なる説明を求めます。  

技    監  報告第２号から第４号、また、議案第２８号は、全て福崎駅周辺整備事業にか

かる案件であることから、個々の説明を行う前に総括説明をさせていただきます。  

       報告第２号、説明資料１ページをごらんください。昨年の６月議会において工

事請負契約の締結について議決をいただいた工事４件の執行状況を総括表として

お示ししました。  

       報告第２号は、福崎駅周辺整備（その１）工事、いわゆる交通広場、報告第３

号は、福崎駅前観光交流センター新築工事、報告第４号は、辻川観光交流センタ

ー新築工事、以上３件については、３月末で完了予定です。いずれも変更金額が

専決処分の基準内であり、２月１９日に変更契約を締結したので、このたび専決

処分したことをご報告いたします。  

       また、議案第２８号、福崎駅周辺整備（その２）工事、いわゆる交流広場につ

いては、観光交流センターとの工程調整により、来年度に繰り越して工事を行う

予定です。  

       変更金額が専決処分の基準を超えることから、このたび議会の議決を求めさせ

ていただきます。  

       それでは、報告第２号から報告第４号までを続けてご説明させていただきます。  

       まず、報告第２号、議会の委任による専決処分の報告は、福崎駅周辺整備（そ
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の１）工事、いわゆる交通広場の工事についてです。２月１９日、株式会社広築

と工事請負の変更契約を締結しましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定

により報告します。変更前契約額に１２２万３，６４０円を増額し、変更後の契

約額を１億２，８６６万３，６４０円としたものです。  

       報告第２号説明資料２ページをごらんください。右下に主な増額の内訳を記載

しています。１点目の土工については、地中に古い建物の基礎等が多く存在し、

コンクリート殻等の撤去、処分に要したもので、約２０万円を増額しました。２

点目の仮歩道は、施工中、駅利用者の動線を確保するため舗装つきの仮歩道を工

事の進捗に応じて位置を切りかえながら設置したことによるもので、約１００万

円を増額しました。工事は予定どおり３月２９日までに完了し、４月１日から供

用する予定です。  

       続きまして、報告第３号、議会の委任による専決処分の報告は、福崎駅前観光

交流センター新築工事についてです。２月１９日、株式会社進藤組と工事請負の

変更契約を締結しましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により、報告

します。変更前契約額に７１２万９，０８０円を減額し、変更後の契約額を１億

８，０５７万４，９２０円としたものです。  

       報告第３号説明資料をごらんください。１ページは工事の位置及び概要を示し

たものです。２ページをお願いします。右上に主な減額の内訳を記載しています。

内容は、全て家具等の備品類で、今後の利活用を踏まえ、指定管理者が必要なも

のを設置することが望ましいため、削減したものです。１点目は図面中の①、２

階多目的スペース及び給湯室のシャッターで約４００万円を減額しました。２点

目は、図面中の②、２階東向きのフロントガラスに面するカウンターテーブルで、

約５０万円を減額しました。３点目は、図面中の③、１階西側の壁に面するショ

ーケースで約２６０万円を減額しました。工事は予定どおり３月２９日までに完

了し、建物本体が完成する予定です。なお、内装及び備品等につきましては、指

定管理者決定後に指定管理者が整備を行うことから、施設のオープンは今年の秋

ごろとなる見込みです。  

       続きまして、報告第４号、議会の委任による専決処分の報告は、辻川観光交流

センター新築工事についてです。２月１９日、牛尾建設株式会社と工事請負の変

更契約を締結しましたので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告しま

す。変更前契約額に３２０万７，６００円を増額し、変更後の契約額を８，７４

４万７，６００円としたものです。  

       報告第４号説明資料をごらんください。１ページは工事の位置及び概要を示し

たものです。２ページをお願いします。右上に主な増額の内訳を記載しています。

１点目の土工については、撤去する土量の増、及び地中に古い建物の基礎等が多

く存在し、コンクリートがら等の撤去、処分に要したもので、約３１０万円を増

額しました。２点目のフェンスは、説明資料１ページの①の箇所において、隣接

する住宅との境界にフェンスを設けたものです。地権者の要望により設置するも

のです。約１０万円を増額しました。工事は予定どおり３月２９日までに完了し、

建物本体が完成する予定です。なお、内装及び備品等については、指定管理者決

定後に指定管理者が整備を行うことから、施設のオープンは今年の秋ごろとなる

見込みです。  

       以上、報告第２号から報告第４号の説明とさせていただきます。よろしくお願

い申し上げます。  

 

日程第９  議案第１号  人権擁護委員の推薦について  
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議    長  日程第９、議案第１号、人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

副  町  長 議案第１号について、ご説明申し上げます。人権擁護委員法第６条第３項の規

定に基づき、議会の意見を求めるものであります。人権擁護委員は当該市町村の

議会議員の選挙権を有する住民で、人格、見識高く、広く社会の実情に通じ、人

権擁護について理解のある者の中から町議会の意見を聞いて、町長が法務大臣に

対し、候補者を推薦しなければならないと規定されております。なお、委員の任

期は３年となっています。  

       平成２９年１月から人権擁護委員として活動していただいておりました前任者

が申し出により昨年８月３１日付で退任されました。このたび、その後任として

池田節代氏を推薦し、議会の意見を求めるものです。  

       それでは、池田節代氏の推薦について、経歴書に基づきご説明申し上げます。  

       住所は、福崎町田口３５４番地５、氏名、池田節代、生年月日は昭和３１年１

月１日、現在６３歳であります。昭和４９年３月に兵庫県立福崎高等学校神南分

校を卒業、同年４月に姫路信用金庫に勤務され、昭和５７年３月に退職、昭和５

８年８月に福崎町農業協同組合に勤務、平成６年３月に退職、平成７年９月にＩ

ＤＥＣ株式会社に勤務、平成２３年３月に退職されております。  

       議案第１号資料に池田氏の人権擁護委員としての抱負等をお示ししております

ので、ご参照ください。池田氏は人権擁護委員として使命を全うしていただける

ものと確信し推薦するものであります。ご賛同賜りますよう、お願い申し上げま

して、提案説明とさせていただきます。  

 

日程第１０ 議案第２号  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につい  

            て  

 

議    長  日程第１０、議案第２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

総 務 課 長 議案第２号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、ご説明いたします。  

       労働者の長時間労働の是正のための措置として、民間の労働法制については、

労働基準法の改正等により罰則つきの時間外労働の上限規制が導入され、平成３

１年４月１日から施行することとなりました。  

       議案第２号資料をごらんください。国家公務員においては、労働基準法は、原

則、適用外とはなりますが、民間企業でいう労働基準監督署の役割は人事院が担

うこととなり、人事院規則には正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務す

ることを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう考慮しなければな

らないとあります。  

       今回の改正を受け、超過勤務手当について、より具現化し、公務員の長時間労

働の一定の制限を加えようとするものでございます。この人事院改正に倣い、福

崎町では職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正いたしますが、新旧対

照表にありますように、条例第８条に第３項を加え、正規の勤務時間以外の勤務

に必要な事項は規則で定めるといたします。  

       下段に、その規則で改正した条文を抜粋いたしております。その概要を説明さ

せていただきます。資料中段に人事院の改正した概要を示しておりますが、括弧
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で囲みました２点が、主な改正点となります。１点目は、超過勤務命令の上限で

す。原則１カ月４５時間、かつ１年で３６０時間の範囲内としています。ただし、

災害時や選挙など、他律的な業務の場合は、その上限を増やしています。  

       ２点目は、この上限時間の特例、要因の整理、分析等です。大規模災害への対

処等の重要な業務で、特に緊急に処理することが必要な場合は、１点目の上限を

超えて超過勤務を命ずることができるとします。ただ、この場合は、その要因の

分析等を行うこととします。当町の職員については、以前から同様の対策を実施

しており、この改正について大幅に変わることはございませんが、職員の労働時

間の適正管理については、一層推進してまいります。  

       以上、議案第２号の説明といたします。ご審議賜り、ご賛同いただきますよう、

よろしくお願いいたします。  

議    長  説明途中でありますけれども、暫時休憩をとりたいと思います。  

       再開におきましては、１０時４５分といたします。よろしくお願いいたします。  

◇ 

休憩 午前１０時３０分  

再開 午前１０時４５分 

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思います。  

 

日程第１１ 議案第３号 福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

            条例について  

 

議    長  日程第１１、議案第３号、福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

健康福祉課長  議案第３号、福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について、ご説明申し上げます。  

       議案第３号資料１ページをごらんください。今回の改正は、昭和６０年４月１

日に施行された福崎町保健センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

るもので、保健センターは地域保健法第１８条に基づいて設置しています。また、

その業務等については、地域保健法第４条第１項の規定に基づく地域保健対策の

推進に関する基本的な指針に示されています。保健センターには、平成１８年４

月から地域包括支援センターを、平成２８年４月から子育て世代包括支援センタ

ーを併設しており、現在は保健と福祉の両方の窓口として、住民サービスを行っ

ています。  

       現状は、母子の相談については女性の就労が増加していることから、母子手帳

交付や妊娠期の相談を休日に希望する方が増えています。また、妊婦教室や育児

教室などの各教室も平日だと参加できないと欠席し、参加人数が増えないのが現

状です。介護相談も、介護者が就労されている場合は、もちろんですが、離れて

暮らす家族等が帰省して来所されるケースもあります。また、緊急時の対応とし

て、子どもでは虐待対応、成人では自殺対策、高齢者では、介護問題や認知症に

よる徘回、独居老人の救護等、今後も増加していく傾向にあります。  

       以上のような状況に鑑み、近年の少子高齢社会を背景に平成３１年４月から保

健センターを土曜開庁とし、全ての町民からの健康や子育て、在宅介護などのさ

まざまな相談に対応できるよう、窓口を拡充し、安心・安全の提供につなげてい

きます。  
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       実施の内容につきましては、保健センター保健師と地域包括支援センター職員

が当番で各１名出勤し、相談業務に当たります。  

       資料２ページ、新旧対照表をごらんください。第２条の改正は、目的及び設置

について保健センターに二つのセンターを併設したことで、児童福祉の一部や児

童虐待対応、高齢者の介護予防や介護相談を担っていることから、福祉の文言を

２カ所追加しています。改正後の第４条では、開館時間を規定しています。改正

後の第５条では、休館日を規定しています。改正後の第７条では保健センターの

業務内容を規定しています。改正後の第８条では、業務内容から町直営の施設で

あり、利用許可など運営上の規定は必要ないと考えられることから、規則への委

任ではなく、補足としています。附則として、この条例は平成３１年４月１日か

ら施行いたします。  

       以上で、議案第３号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第１２ 議案第４号  福崎町森林環境譲与税基金条例の制定について  

 

議    長  日程第１２、議案第４号、福崎町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議

題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

農林振興課長  議案第４号、福崎町森林環境譲与税基金条例の制定につきまして、説明いたし

ます。  

       議案資料１ページをごらんください。平成３１年度より国から森林環境譲与税、

仮称ですが、これが町に譲与されます。使途としましては、森林の間伐や林業の

人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や啓発等の森林整備及び、その促進に

充てなければならないとされていることから、これを基金として積み立て、必要

に応じて活用するため、福崎町森林環境譲与税基金条例を制定し、その管理等に

関する事項を定めるものであります。  

       森林環境税につきましては、平成３６年から年１，０００円で課税されます。

剰余額は私有林人工林面積、森林就業者数人口により案分されます。福崎町分を

試算しますと、平成３１年から平成３３年までの３年間は年、約１７０万円とな

ります。その後、剰余税額全体の増額に比例して増額される予定となっておりま

す。使途の詳細につきましては、議案資料２ページにお示ししておりますので、

後ほどごらんください。  

       それでは、議案の次のページに戻りまして、各条文の概要を説明します。第１

条におきまして、設置の目的として森林の整備、人材育成、木材利用の促進、普

及啓発等に要する資金に充てるため、福崎町森林環境譲与税基金を設置すること

とします。  

       第２条において、基金の原資は森林環境譲与税をもって充て、積み立てる額を

毎年度、一般会計歳入歳出予算で定めることとします。第３条において管理の方

法を、第４条において基金の運用から生じる収益を基金に繰り入れるものとし、

第５条において繰り替え運用ができること、第６条において基金は設置の目的達

成のために限り処分することができるとします。第７条において条例に定めるも

ののほか、基金の管理に必要な事項は別途町長に委任することとします。附則と

しまして、この条例は平成３１年４月１日から施行することとします。  

       以上、議案第４号、福崎町森林環境譲与税基金の条例の制定についての説明と

させていただきます。  
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       よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第１３ 議案第５号  県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例について  

 

議    長  日程第１３、議案第５号、県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例

についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

まちづくり課長 議案第５号、県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例について、ご

説明申し上げます。当議案は、平成７年３月に福崎東洋ゴルフクラブの開発に伴

い西谷区内に整備をされました県民ふれあい広場の維持、管理に充てるため、開

発者からの寄附金を原資として設置した基金でございます。平成３０年度に公園

内にある公衆トイレの改修を実施しており、その経費に充てるため、全額を取り

崩しますので、平成３１年３月２９日をもって廃止をするものです。  

       以上、議案第５号、県民ふれあい広場維持管理基金条例を廃止する条例につい

ての提案説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただき、ご賛同賜りま

すよう、お願い申し上げます。  

 

日程第１４ 議案第６号 福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する  

            条例の一部を改正する条例について  

日程第１５ 議案第７号 福崎町公営企業管理者の設置のための関係条例の整備に関する条例  

            の制定について  

日程第１６ 議案第８号  福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例等を廃止  

            する条例の制定について  

 

議    長  日程第１４、議案第６号、福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第１６、議案第８

号、福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例等を廃止する条例

の制定についてまでを一括議題といたします。各案に対する詳細なる説明を求め

ます。  

上下水道事業管理者 議案第６号から議案第８号について、ご説明申し上げます。  

       まず、議案第６号、福崎町水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例であります。本議案は、平成３１年４月１日

から工業団地造成事業を地方公営企業として設置するため、必要な改正を加える

ものです。  

       工業団地造成事業の設置目的等につきましては、町長の所信表明にあったとお

りであります。  

       次に、条例の改正内容について説明申し上げます。議案の次のページから条例

改正案をお示ししておりますが、説明につきましては、議案第６号資料をごらん

ください。新旧対照表をお示ししております。まず、題名であります、対象事業

が４事業となるため、これらを総称して公営企業に改め、福崎町公営企業の設置

等に関する条例といたします。  

       第１条は、公営企業の設置であります。改正前は第１項に水道事業及び工業用

水道事業、第２項に下水道事業を規定しておりますが、改正後は第１項で４事業

に共通する設置目的を、産業の健全な発展と住民福祉の向上の寄与するためと規

定しまして、各号で事業名を列記し、第４号に工業団地造成事業を追加いたしま

す。 
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       第１条の２は、地方公営企業法の適用であります。工業団地造成事業は下水道

事業と同じく法の適用については任意事業であるため、この条に追加し、法の全

部を適用することを規定いたします。  

       第２条は、経営の基本であります。第１項は題名の改正に合わせて４事業をま

とめて公営企業に改めます。第３項は、工業用水道の名称に事業を加えるもので

あります。第４項、公共下水道事業では、長目地区を区域に編入するため、第２

号の計画排水人口を３００人増の１万７，６００人に改めるものであります。  

       ２ページをお開きください。第７項は工業団地造成事業について追加するもの

で、事業の施行の場所、面積等は管理者が定めると規定をいたします。  

       第３条は、組織であります。第１項は四つの公営企業を通じて管理者を１人置

くこととし、その名称を公営企業管理者に改めます。第２項は管理者の権限に属

する事務を処理させるための組織として、上下水道課に加えて工業団地整備室を

置くことを規定いたします。  

       第４条から、次の３ページの第７条第２項第３号につきましては、それぞれ上

下水道事業を公営企業に改めるものでございます。  

       また、第７条に第４項を追加しまして、業務の状況を説明する書類について管

理者から町長に提出があった場合、町長は遅滞なく公表することを追加するもの

でございます。  

       改正内容につきましては、以上でございます。なお、施行期日につきましては、

平成３１年４月１日としております。  

       工業団地造成事業にかかる施行場所並びに業務量等につきましては、議案第２

５号の予算案において説明をさせていただきますので、ご了承ください。  

       以上、議案第６号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第７号、福崎町公営企業管理者の設置のための関係条例の整

備に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。  

       本条例案は、先ほどの議案第６号により公営企業の管理者の名称を「公営企業

管理者」とすることに伴い改正が必要となる関係条例の整備を行うものでありま

す。 

       議案の次のページから条例案をお示ししていますが、説明につきましては、議

案第７号資料をごらんください。１ページから５ページまで、関係する条例ごと

に一部改正の新旧対照をお示しをしております。改正内容につきましては、いず

れも管理者の名称を改めるものでございます。第１条は、福崎町特別職に属する

常勤の職員の給与に関する条例で、その第１条第４号及び第３条第４号中。第２

条につきましては福崎町特別職報酬等審議会条例で、その第２条中。  

       次の２ページ、第３条は福崎町分担金徴収条例で、その第４条中。第４条は税

外徴収金の延滞金徴収に関する条例で、その第５条の２中。次の第５条につきま

しては、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例で、その第４条の２第２号

中。 

       ３ページをお開きください。第６条は福崎町水道事業給水条例で、その第４条

第１項中。第７条は福崎町工業用水道事業給水条例で、その第４条中。第８条は

福崎町下水道条例で、その第２条の３第３号中。資料では４ページになります。

次の第９条は福崎町都市計画下水道事業受益者負担金条例で、その第２条第２項

中。第１０条は福崎町公共下水道区域外流入受益者分担金条例で、その第３条中。  

       ５ページをお開きください。第１１条は福崎町下水道事業基金条例で、その第

５条中。第１２条は福崎町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例で、

その第４条中。それぞれにあります上下水道事業管理者を公営企業管理者に改め
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るものでございます。施行期日につきましては、平成３１年４月１日としており

ます。  

       以上、議案第７号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第８号、福崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関す

る条例等を廃止する条例の制定について、ご説明申し上げます。長目地区コミュ

ニティプラントは現在、公共下水道に統合するため、管路の整備工事を施工して

おります。この工事が完了し、公共下水道として供用開始をいたしますと、同時

にコミュニティプラントは廃止となります。本条例案はコミュニティプラントの

廃止に伴い関係条例を廃止するものでございます。  

       次のページの条例案をごらんください。廃止する関係条例につきましては、福

崎町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例、福崎町コミュニティプ

ラント維持管理基金条例、福崎町コミュニティプラント整備事業分担金徴収条例

でございます。なお、新年度の予算編成上、コミュニティプラントの廃止は、６

月１日を見込んでおりますが、工事の進捗により前後いたしますので、条例の施

行期日につきましては、公布の日から起算して６カ月を超えない範囲内において

規則で定めることとしております。  

       以上、議案第８号の説明とさせていただきます。３議案ともよろしくご審議賜

り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第１７ 議案第９号  福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する  

            条例について  

 

議    長  日程第１７、議案第９号、福崎町学童保育園設置及び管理運営に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

学校教育課長  議案第９号、福崎町学童保育園の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正

する条例について、説明申し上げます。  

       本件は、学童保育園の保育料について改正しようとするものです。議案第９号

資料１ページ、新旧対照表をごらんください。学童保育園の保育料は、現在、児

童１人につき月額６，０００円と規定しています。ここで保育時間に関しまして

小学校の夏季休業期間、７月２１日から８月３１日までは８時から１９時までの

１１時間の保育を行っております。一方、学期中の平日は放課後の１５時から１

９までの４時間の保育であり、夏季休業期間は人件費を初め必要な経費が増える

期間となります。  

       そこで、夏季休業期間を含む月について一定の負担増を保護者にお願いしよう

とするもので、通常、月額６，０００円のところ、７月を７，０００円、８月を

９，０００円に改正するものでございます。７月の夏季休業期間は２１日から３

１日までの１１日間、８月は３１日間であることを勘案しております。  

       附則として、この条例は平成３１年４月１日から施行させていただき、次の７

月、８月の保育料からお願いしたいと考えています。  

       以上で、議案第９号の説明を終わります。よろしくご審議賜り、ご賛同いただ

きますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第１８ 議案第１０号  福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例に  

             ついて  
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議    長  日程第１８、議案第１０号、福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を

廃止する条例についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

社会教育課長  議案第１０号、福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

について、ご説明申し上げます。  

       福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例は、辻川山公園の適切な管理と

町民に憩いの場を提供する施設として必要な事項を定めるため、平成１６年３月

に制定したものです。本条例は廃止し、都市公園の一部として位置づけ、都市公

園条例に包括するものとしております。  

       附則としまして、この条例は、平成３１年４月１日から施行するとしておりま

す。 

       以上、議案第１０号、福崎町辻川山公園の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例についての提案説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、ご

賛同賜りますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第１９ 報告第１１号  福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後期基本計画の策  

             定について  

日程第２０ 報告第１２号  平成３０年福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

 

議    長  日程第１９、議案第１１号、福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後

期基本計画の策定について、及び日程第２０、議案第１２号、平成３０年度福崎

町一般会計補正予算（第３号）についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

企画財政課長  議案第１１号、福崎町第５次総合計画基本構想の一部修正及び後期基本計画の

策定について、ご説明申し上げます。  

       総合計画につきましては、町の総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本

的な指針として策定し、本町では昭和４５年７月に第１次総合計画を策定して以

降、現在、第５次総合計画に基づき行政運営を行っています。第５次総合計画は、

自治基本条例を策定根拠に、平成２６年度を初年度とする１０年間の基本構想に

加え、５年間の基本計画も議決事項の対象とし、平成２６年１２月議会において

議決をいただきました。計画策定後、５年目の最終年度を迎え、後期基本計画を

策定するに当たりまして、本町を取り巻く社会情勢の変化や事業の進捗などによ

り、基本構想に影響を及ぼす部分や実情に合わないところがございましたので、

一部修正を行い、その上で後期基本計画（案）を策定いたしましたので、基本構

想の一部修正と後期基本計画の策定について、福崎町自治基本条例第１１条第１

項及び福崎町議会基本条例第２２条第１号の規定により、議会の議決をお願いす

るものであります。  

       このたびの基本構想の見直し及び後期基本計画の策定につきましては、職員で

構成しておりますワーキンググループ、幹部職員で構成をしております策定委員

会で検討した素案について、総合計画審議会にお諮りしましてご意見をいただい

てまいりました。第５回の審議会を開催していただき、平成３１年１月２９日に

答申を受けております。また、平成３０年６月には住民アンケート、１２月には

パブリックコメントを実施し、住民意見の反映に努めてまいりました。  

       基本構想の修正箇所につきましては、議案資料１ページから１０ページに新旧

対照表の形でお示しをしておりますので、ごらんください。  

       資料は左に新、右に旧と２段に区切っており、左の列は修正後の内容でありま
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す。この中でアンダーラインを引いている箇所が修正しているところで、イの列

は修正前の内容で、対応する部分にアンダーラインを引いております。今から説

明をさせていただくわけですが、本日は主要なところを中心に説明をさせていた

だきます。  

       １ページになります。第１章まちの将来目標、基本理念と将来像について、

（２）将来像では、第４次総合計画策定後の動きの中で、ＪＡの施設である旬彩

蔵を削除するなどの文言の修正を。また、新たに第５次総合計画策定後の動きと

して、サルビアドームや福田水源地の高度浄化処理施設等の整備が完了し、福崎

駅周辺整備が大幅に進捗したことなど、代表的な取り組みについて加筆をしてお

ります。  

       ２ページになります。１－２将来人口につきましては、国勢調査の結果を活用

しまして、本町における出生、死亡、転入・転出が同じように続くと仮定し、ま

た、近年の住民基本台帳の推移を踏まえまして、５年後の人口推計を１万９，２

００人程度と予測しています。  

       ４行目につきましては、５年後の人口は１万９，２００人程度と予測されます

と修正しておりますが、引き続き人口を維持するため、福崎駅周辺整備後の取り

組みなどによる良好な住環境の充実や子育て支援をさらに進め、福崎らしさづく

りに取り組み、住み続けたい、もう一度住みたい、移り住みたいまちづくりを進

め、目標年次における将来人口につきましては、現状のまま１万９，５００人と

しております。  

       ３ページになります。１－３土地利用等について、（６）工業ゾーンでは、今

後５年間で行う取り組みとして、現在、事業を進めている東部工業団地の拡張に

ついての記載に修正をしております。（７）文化ゾーンでは、道の駅につきまし

ては、後期での建設が現実的ではないため削除をしております。（１０）町の構

造では、公有の場である道の駅は削除しましたので、交流、文化、レクリエーシ

ョン拠点核の交流をとりまして、文化、レクリエーション拠点核に修正しました。  

       ４ページの土地利用概念図では、先ほどの文化ゾーンで説明しましたように、

道の駅に関する記述であった交流を削除したことにより、旧の土地利用概念図に

あります、文化ゾーンを示します太枠の楕円形を、新の土地利用概念図では高速

道路を示す太線の下に移動させ、太枠の丸に変更をしております。  

       ５ページの町の構造図も同様に修正をしております。  

       ６ページからは、第２章まちづくりの基本方向になります。２－２教育・文化

では、子ども子育て関連３法施行に伴う表記変更を行っております。  

       ７ページをお願いいたします。２－３生活・環境につきましては、中段になり

ますが、くれさかクリーンセンターにおける可燃ごみ焼却炉が平成３２年度末で

稼働停止になることを受け、今後の可燃ごみの処分や施設建設に向けての取り組

みについて、追記をしております。  

       ８ページの２－４健康・医療・福祉では、これも中段になります、地域共生社

会の実現に向けた取り組みを推進するため、基本的な考え方について加筆修正

を行っております。下段の健康・医療につきましては、保健センターの体制強

化を全面に出した支援体制の整備を進める記述としております。  

       ９ページになります。２－５産業振興では、東部工業団地の拡張、移動販売車

の運行や整備された福崎駅周辺への商業施設の誘致など、今後の取り組みなど

についての記述としております。  

       １０ページの２－６まちの基盤では、今後も安全で安心なまちづくりを進める

ために、施設の適正管理と雨水排水対策について追記しております。  
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       続きまして、後期基本計画（案）についてですが、１２月１３日に開催してい

ただきました全員協議会におきまして、ご指摘のありました現状と課題の前文

について、全ての施策に前文を追記しております。後ほど、ご確認いただけれ

ばと思います。加えて、新たに全員協議会、その後の審議会等においてご指摘

をいただき、加筆や修正を行ったところ、及び各課等において書き直しのあっ

たところを議案資料の１１ページから１４ページにお示しをしております。  

       また、１５ページから１６ページには、意見募集、パブリックコメント結果と

していただきました意見の概要と意見に対する町の考え方等をお示ししており

ますので、こちらも後ほど、ごらんいただければと思います。  

       それでは、後期基本計画の（案）について、説明をさせていただきます。説明

箇所にはアンダーラインを引かせていただいております。  

       第１章の地域づくり・行政の１８ページから１９ページをお願いいたします。

基本計画は将来のあるべき姿、施策の構成、現状と課題、めざそう値、町の取

り組み、住民等の取り組み例、分野別計画等で構成をされています。このたび

の修正では、そのほとんどが現状と課題と町の取り組み内容の修正であります。

現状と課題につきましては、基本的に前期基本計画策定後の、これまでの取り

組みや、現在の国・県の施策や社会情勢に合わせ、加筆や修正を行い、それら

に対応するための新たな課題等を記載しております。なお、説明につきまして

は、町の取り組みについて、その主な変更点を中心に説明をさせていただきま

す。 

       １９ページになります。まず、施策１、参画と協働における町の取り組みでは、

④男女共同参画社会の実現では、平成２８年３月に男女共同参画基本計画を策

定したことを受け、今後、男女共同参画社会の実現を目指すため、新たに取り

組みを追加しております。  

       次は、２７ページをお願いいたします。施策５、情報化と広域行政の町の取り

組み、①電子自治体の推移では、マイナンバーカードの普及やマイナンバーカ

ードを活用したコンビニ交付などのサービスの導入や、自治体クラウド化を検

討する取り組み内容としております。  

       次に、第２章教育・文化です。２８ページをお開きください。施策１、就学前

教育・保育の将来あるべき姿では、平成２７年度から町内６園全てが認定こど

も園へ移行したこと。また、子ども子育て関連３法施行に伴い、幼保連携型認

定こども園に移行した全ての幼児園で、多様な保育ニーズに対応し、弾力的な

保育サービスの充実と質の高い就学前教育・保育が推進されていますとしてお

ります。  

       施策の構成についてですが、子ども子育て関連３法施行に伴い、施策名につい

て、修正前、保育・就学前教育から修正後、就学前教育・保育と表記を変更し

まして、取り組み名につきましても、修正前に①保育事業の充実、②就学前教

育の充実としていましたものを、①就学前教育・保育の充実とし、ソフト事業

に関する取り組みを。②環境の整備では、ハード整備に関する取り組みとなる

よう再編をしております。  

       ２９ページの町の取り組みに移りまして、①就学前教育・保育の充実の５項目

めでは、新たな国の施策が示されたため、「国の動向を注視しながら、保育料

の無償化に伴う申込人数の増加に対して適切に対応します」と、取り組みを追

加しております。②環境の整備では、新たな項目として、旧幼稚園園舎部分の

長寿命化を図ること、入園児童の年齢構成の変化に対応し、園舎の改修等を検

討する旨を記載しております。  
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       次は、３１ページの施策２、学校教育に移ります。町の取り組みの①教育環境

の整備の２項目めでは、小中学校における学校施設等長寿命化計画に基づいた

取り組みを進める内容の記載としております。  

       次は、３３ページの施策３、子育て支援に移りまして、町の取り組み、①子ど

もの健やかな成長支援では、今後の取り組みとして、１項目めで、子ども・子

育て支援事業計画見直しを進める旨の追記を。６項目めでは、町内に所在する

全ての子どもと、その家庭及び妊産婦への必要な支援を行う家庭総合支援拠点

の設置、包括的・継続的な相談支援体制の構築についての追記を行っておりま

す。 

       ４０ページをお願いいたします。施策７、芸術・文化、文化財の上段の将来の

あるべき姿についてですが、平成３０年６月に改正のありました文化財保護法

における文化財の活用を盛り込んだ文章としております。  

       ４１ページでは、町の取り組みの②文化財の保護・活用の推進において、文化

財の活用に関する内容への修正を。③「民俗学のふるさと」づくりの推進では、

１項目めでは、三木家住宅主屋部分を引き続き地域の文化交流活動の拠点とし、

副屋・離れ・蔵などの保存活用、旧辻川郵便局は、文化財をより身近に感じる

施設として活用する内容に修正を行っております。  

       ２項目めでは、辻川界隈で新たな文化観光のまちづくりの担い手として、新た

な組織づくりを進める旨を記載しております。  

       次は、第３章生活・環境になります。４６ページをお願いいたします。施策２、

循環型社会、施策の構成についてですが、くれさかクリーンセンター可燃ごみ

焼却炉が平成３２年度末で稼働停止予定であることを受け、③としまして、ご

み処理施設等の検討を新たな取り組みとして追加しております。  

       ４７ページの町の取り組みとしまして、③ごみ処理施設等の検討において、１

項目めでは、今後の可燃ごみの処理方法について、姫路市と協議を進めること

を。２項目めでは、新ごみ処理施設の建設について、神崎郡３町で協議を進め

ることを新たに追記しております。  

       次は、４９ページの施策３、消防・救急の取り組みについてであります。①消

防・救急体制の充実の１項目めでは、機能別消防団員制度導入による消防力強

化に関すること。４項目めでは、新たな取り組みとして、姫路市中播消防署庁

舎の長寿命化等に向けての検討についての記載としております。  

       ５１ページをお願いいたします。施策４、防災・減災になります。町の取り組

み③浸水対策の推進の２項目めで、特定ため池の定期点検や重点整備ため池の

整備について。３項目めでは、浸水対策として、浸水頻発地区を重点的に雨水

幹線の整備を推進する旨の記載としております。  

       次は、第４章、健康・医療・福祉の５８ページをお願いいたします。施策１、

健康・医療の施策の構成におきまして、取り組みの４ですが、医療保険制度の

充実より医療保険制度の運営の表現が適切であるため修正を。⑤では母子の健

康づくりの支援よりも、町も事業の主体となることから、母子の健康づくりの

推進へと修正をしております。また、新たな取り組みとしまして、住民サービ

スの向上を図るため、⑥保健センターの体制強化の項目を追加しております。  

       ５９ページの町の取り組みの①健康づくりの推進の４項目めでは、医療費の増

加につながる疾病の重症化や感染予防のため予防接種の勧奨に努める旨の取り

組みを追加しております。⑥保健センターの体制強化の１項目めでは、住民の

利便性の向上を図るため土曜日を開庁し、利用しやすい相談体制を整える旨を。

２項目めでは、専門職を配置し、相談機能の体制整備や事業の拡充、関係機関
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との連携等により、支援体制を強化する旨を記述しております。  

       ６２ページをお願いいたします。施策２、地域福祉になります。地域福祉の施

策の構成についてですが、取り組み項目の①で、地域包括ケアシステムが平成

２６年度に介護保険法で制度化され、平成２９年度からは共生社会に向けて、

その進化推進が求められていることから、取り組み名を①地域福祉ネットワー

クの充実から、①地域包括ケアシステムの構築に修正をしております。  

       次は、第５章、産業振興になります。７１ページをお開きください。施策１、

農林業の町の取り組みの①農業基盤の整備では、１項目めで農地中間管理機構

などを通じての農地の集積支援、また関係機関との連携を図り、既存組織の経

営の規模の拡大や高度化、産地育成につながる取り組みを行う旨を記載に。５

項目めでは、耕作放棄地の発生防止、集落営農組織等による不作付地等の活用

を促進し、農地再生の推進を図る旨の取り組みを追加しております。②新しい

農業経営の展開では、３項目めに後継者の育成や意欲ある担い手の参入を促進

するため、定住等の環境整備に努める旨の項目を追加しております。③森林と

農地の多面的機能の維持では、３項目めとして有害鳥獣の被害や、その対策等

の記載を追加しております。  

       ７３ページをお願いいたします。施策２、商工業ですが、町の取り組みの①商

業の活性化の３項目めでは、平成３０年度で商工会を主体とし、移動販売等の

実証実験の支援を行うことの記述を。６項目めでは、駅周辺整備の課題である、

福崎駅前への商業施設誘致の推進とハード事業整備後の観光交流拠点を核とし

て、観光とリンクした商業の活性化に取り組む旨の記述としております。②工

業の活性化の２項目めでは、福崎町東部工業団地の拡張について。③中小企業

の支援では、３項目めに生産性の向上を促進するための取り組みを追加してお

ります。  

       次は、７５ページの施策３、観光であります。町の取り組み、①観光資源の発

掘・育成・活用の３項目めでは、三木家住宅、旧辻川郵便局などの文化財の新

しい活用方法についての記述を追加。②魅力ある観光の推進の１項目めでは、

駅から辻川界隈への新しい人の流れを促進するため、駅前、辻川の両観光交流

センターを核として、もてなし体制の充実を図ること。３項目めでは、新たな

項目としまして、福崎町文化観光まちづくり協議会を中心として、官民連携に

より文化と観光のまちづくりを推進する旨の記載としております。  

       次は、最後の章、第６章、まちの基盤になります。７７ページをお開きくださ

い。施策１、道路・交通の町の取り組み、①道路の整備の４項目めでは、道路

利用者や地域の人々のための休憩機能や情報発信機能などをあわせ持つ辻川観

光交流センターを、今後、道の駅としての機能を持ち合わせた、歴史・文化・

観光拠点として整備し、運営する旨の記載とし、③人と環境面に配慮した道路

整備・交通体系の２項目めでは、駅周辺整備後の交通体系として、地域公共交

通網形成計画の基本理念に基づき、巡回バスの充実、地域公共交通網の構築に

ついての記述としております。  

       次に、８０ページになります。施策３、下水道では、将来あるべき姿で、雨水

排水についての記載としまして、浸水多発地区での被害が解消され、安全・安

心な住民生活が確保されていますとしております。同じページの施策の構成に

おける取り組みですが、修正前の③施設管理運営事業を上水道の施策の体系に

合わせ、③適正な施設管理（ハード）に関すること、④健全経営の推進（ソフ

ト）に関することとして施策の取り組みとしております。  

       ８１ページの町の取り組みにまいります。①施設整備事業の推進の２項目めで
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は、前期の工業団地内での下水道施設の整備が完了しましたので、新たな取り

組みとしまして、福崎浄化センターの水処理施設の増設について、流入量の動

向を見て工事実施時期を検討しますとし、３項目めでは、今後５年間で取り組

む内容としまして、川すそ雨水幹線事業の早期完成に加え、直谷第２雨水幹線

の整備を推進する旨を記載しております。④健全経営の推進の２項目めでは、

新たな項目として、公共下水道ストックマネジメント計画、農業集落排水最適

整備構想を策定し、持続可能な施設運営に努める旨を記載しております。  

       次は、８５ページをお願いいたします。施策５、市街地整備の町の取り組み、

①住民との協働による市街地整備の３項目めでは、平成２８年度に策定した立

地適正化計画による都市機能の緩やかな誘導についての記載を。②福崎駅周辺

整備の推進では、ＪＲ福崎駅へのアクセス性の向上や安全性の確保のため、町

道福崎駅田原線の延伸や、県道甘地福崎線の北進、また、ＪＲ福崎駅の駅舎に

ついて、バリアフリー化を促進する今後の取り組みについて記載をしておりま

す。２項目めでは、福崎駅周辺地域の生活利便施設誘致の推進について。３項

目めでは、新たな整備の取り組みとしてＪＲ福崎駅から辻川界隈への新たな人

の流れをつくるための環境整備を進めることを記載しております。  

       ③計画的な整備では、２項目めで防災再開発促進地区の区域見直し、課題解決

に向けた取り組みを行うことを新たな項目として記載しております。④都市計

画道路・用途地域などの都市計画見直しの３項目めでは、「福崎町東部工業団

地の拡張について、町が指導し推進します」と、具体的に記載を。４項目めで

は、新たな取り組みとしまして、ＪＲ福崎駅へのアクセス性向上を図るため、

都市計画道路の変更を進める旨を記載しております。  

       最後の施策６、住宅になります。８７ページをお開きください。町の取り組み

の①住宅対策の推進の３項目めでは、修正前の公営住宅長寿命化計画に基づく

町営住宅の集約建て替え計画を、社会情勢の変化等を踏まえ公営住宅等長寿命

化計画の見直しを検討すること、住宅の適切な管理についての記述としており

ます。  

       以上、議案第１１号の説明とさせていただきます。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

       続きまして、議案第１２号、平成３０年度福崎町一般会計補正予算（第３号）

について、ご説明申し上げます。  

       補正内容としましては、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ２

億８，９００万円を減額し、補正後の予算総額を９１億６，１７０万円とするも

のであります。歳入歳出予算の内訳につきましては、第１表にお示しをしており

ます。また、補正後の予算の一部につきましては、翌年度に繰り越して使用する

ため繰越明許費を設定しております。  

       まず、歳入歳出予算補正の概要につきまして、第１表でご説明申し上げますの

で、議案の３ページをお開きください。歳出補正の主なものは、もちむぎのやか

た東の駐車場用地の取得に２，０３１万円、給食センター用地の取得に２，３５

５万円、また、駅周辺整備事業において社会資本総合整備事業の道路事業から都

市再生事業への振り替え、駅前交流広場の防火水槽の追加工事等による３，４４

０万円の増額で、減額補正の大きな要因は土木費、駅周辺整備事業を除く道路橋

梁に係る事業費で１億５，２２０万円、下水道事業への繰り出しで６，８２０万

円の減額であります。  

       一方、１ページ、２ページの歳入では、歳出の増減に伴いまして、それぞれの

財源を補正及び更正するとともに、町税では個人町民税の所得割で４１０万円、
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固定資産家屋で９５０万円、たばこ税で８３０万円の増収を見込みましたが、法

人町民税均等割で２３０万円、税割で４，８００万円の減収を見込んだため、町

税全体で３，４３０万円の減収を見込み、利子割交付金及び地方消費税交付金な

どを県の実績見込みに合わせ５６０万円の減収を見込んでおります。また、歳入

では、法人町民税の減収に係り減収補塡債を５，５００万円借り入れることとし

ております。この結果、補正後予算で財政調整基金から１億９，４００万円を取

り崩すこととしておりましたが、１億４３０万円減額し８，９７０万円を取り崩

すものとしております。  

       それでは、事項別明細書によりまして、ご説明申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上が、歳入歳出予算の補正内容でございます。  

       次は、議案にお戻りください。  

       第２条は繰越明許費でございますが、議案の５ページ、６ページをお開きくだ

さい。農業費の歳出でご説明しました地籍調査推進事業で８５０万円と都市計画

費の福崎駅周辺整備事業、補助事業、単独事業を合わせて６，２００万円。都市

再生整備事業、補助事業、単独事業合わせて１億９，５６０万円、住宅費の駅前

団地建て替え事業で２億１，８００万円。小学校費、中学校費とも空調設備整備

事業で、それぞれ２億７，４６０万円、１億３，１８０万円を。農林水産業施設

災害復旧費は、新町大井堰の工事費で６，１１０万円の計９事業で合計９億５，

１６０万円を翌年度へ繰り越しする予定であります。  

       次に、議案の第３条、地方債の補正につきましては、議案の７ページ、８ペー

ジに計上しております。利率、償還の方法は、それぞれ記載しているとおりでご

ざいます。  

       以上、議案第１２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますよう、お願い申し上げます。  

議    長  説明の途中でありますけれども、暫時休憩をとりたいと思います。再開につき

ましては１３時からよろしくお願いいたします。  

◇ 

休憩 午前１１時５５分  

再開 午後 １時００分  

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思います。  

 

日程第２１  議案第１３号  平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について  

日程第２２ 議案第１４号  平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２ 

             号）について  

日程第２３ 議案第１５号  平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）に  

             ついて  

 

議    長  日程第２１、議案第１３号、平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）についてから、日程第２３、議案第１５号、平成３０年度福崎

町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）についてまでを一括議題といたしま

す。各案に対する詳細なる説明を求めます。  

健康福祉課長  議案第１３号、平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について、ご説明申し上げます。  
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       今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ６６７万１，

０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２０億２００万円とするものです。  

       議案第１３号資料、１ページから５ページにお示ししておりますのでご参照く

ださい。  

       まず、資料４ページをごらんください。保険給付費の月別状況です。歳出の大

部分を占める療養給付費は３月から１２月は実績、１月、２月は過去３年間の一

人当たりの医療費平均と、その伸び率等により推計しています。一般と退職に分

けていますのは、それぞれの療養給付費に対して歳入の財源構成が異なるため分

けています。左の欄の全被保険者数は、４月４，１８８人、１月は３，９４９人

と２３９人減少しています。一般分では、１月３，９２７人で、４月から２１１

人減少、退職者分は２２人で、２８人減少しています。療養給付費の見込みは一

般分では決算見込の補正後予算額１１億５，０００万円で、２，０００万円の減

額、退職者分は１，２００万円で、４１０万円の増額を見込んでいます。右側の

療養費では、一般分補正後予算額１，３００万円で、１４０万円の増額を見込ん

でいます。出産育児一時金は、４件減の５０４万円、葬祭費は１０件増の２２５

万円を見込んでいます。  

       資料２ページをお願いいたします。歳出の勘定表です。３月補正額（案）の列

をごらんください。保険給付費につきまして、先ほどの給付状況により合計１，

５６８万円の減額で、対前年度決算費０．６％減の見込みです。退職者分は、当

初見込みより上がったため４１０万円の増額となります。基金積立金７２０万円

の増額は、歳入において、その他収入等の増額により、歳入超過分として合計約

７３０万円が見込まれることから、歳出で基金積立金として７２０万円を計上し

ております。その他支出金２３０万円の増額は国保税過年度還付金と償還金の増

によるものです。歳出合計は、補正後２０億２００万円で、対前年度決算費１０．

９％減、当初予算費１．２％増を見込んでいます。  

       資料１ページをお願いいたします。歳入では、保険税につきましては、現年分

が減額見込み、滞納分が増額見込みで、合計として３２０万円減額の見込みです。

徴収率は、現年度医療分で９５．５％、退職者分で９９％を見込んでいます。県

支出金につきましては、特別調整交付金という項目がございますが、今年度から

の制度改正により、確実に入るであろうという額のみを計上しておりました。正

確には、調整交付金申請額が決まると数値は確定できるところですが、今、計算

できる範囲で見込んでおります。合計では、９３４万３，０００円の減額となり

ます。その他収入につきましては、延滞金や第三者行為損害賠償金、不当利得返

還金により５１５万３，０００円の増を見込んでおります。歳入合計は、２０億

２００万円で対前年度決算費１２．３％減、当初予算費１．２％増の見込みです。  

       議案書に戻っていただき、事項別明細書でご説明申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で説明を終わります。  

       続きまして、議案第１４号、平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計

補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。  

       今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４６万７，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億６，３１０万円とするものです。補

正の内容は保険料の実績見込みによる増額等を補正するものです。  

       議案第１４資料にお示ししておりますので、ご参照ください。  

       第１表につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  
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       以上で説明を終わります。  

       続きまして、議案第１５号、平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について、ご説明申し上げます。今回の補正は、既定の歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ８６５万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１６億６，９５０万円とするものです。議案第１５号資料１ページから４ペ

ージにお示ししておりますのでご参照ください。  

       まず資料３ページをお開き願います。左上の表ですが６５歳以上の人口推移は

平成３０年４月末５，３５８人、１２月末では５，３９６人で、３８人の増とな

り、高齢化率は２７．９％です。要介護認定者数は４月末９００人、１２月末９

２９人で、２９人の増となり、右側、上の表ですが、介護度別では、要介護２が

多く１７７人、１９．１％を占めています。今回の歳出の補正では、介護サービ

ス等諸費の増が大きく、全体では８６５万４，０００円の増額をお願いするもの

です。  

       それでは、議案書の事項別明細書で説明いたします。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で説明を終わります。  

       議案第１３号から第１５号までの３議案とも、ご審議賜り、ご賛同いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第２４ 議案第１６号  平成３０年度福崎町水道事業会計補正予算（第２号）について  

日程第２５ 議案第１７号  平成３０年度福崎町下水道事業会計補正予算（第２号）について  

 

議    長  日程第２４、議案第１６号、平成３０年度福崎町水道事業会計補正予算（第２  

号）について及び日程第２５、議案第１７号、平成３０年度福崎町下水道事業

会計補正予算（第２号）についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第１６号、平成３０年度福崎町水道事業会計補正予算（第２号）について、

ご説明申し上げます。  

       議案の次のページをごらんください。補正予算第２条、収益的収入及び支出の

予定額です。水道事業費用を５０万円増額し、４億３ ,２９０万円にするもので

す。 

       詳細説明につきましては、議案第１６号説明資料をごらんください。資料１ペ

ージです。収益的収入及び支出の支出です。節、その他特別損失で、福田水源地

の工事、請負者、理水化学株式会社との兵庫県建設工事紛争審査会の調停に係る

弁護士費用として５０万円を増額いたします。  

       議案にお戻りください。補正予算に関する説明書、水補１ページに本補正予算

の実施計画、水補２ページには予定キャッシュ・フロー計算書、水補３ページか

ら５ページには予定貸借対照表をお示ししていますので、ご参照ください。  

       以上、議案第１６号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第１７号、平成３０年度福崎町下水道事業会計補正予算（第

２号）について、ご説明申し上げます。  

       議案の次のページをごらんください。補正予算第２条は、収益的収入及び支出

の予定額で、収入、下水道事業収益は４ ,８４０万円減額し、１０億４ ,１４０万

円に、支出、下水道事業費用は２，９６０万円減額し、１０億４，１０７万６，

０００円とします。また、基金取り崩し収入は１４４万４，０００円減額し、４，

０７０万円に、基金積立金支出は８５万１，０００円減額し、３４５万２，００
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０円に改めるものです。  

       次の補正予算第３条は、資本的収入及び支出の予定額です。予算第４条本文括

弧書き中、不足する額を４億７５万７，０００円に改め、その補塡額について、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５０３万円、過年度分損益勘定

留保資金９８万２，０００円及び当年度分損益勘定留保資金３億９，４７４万５，

０００円に改めるとともに、資本的収入は１億２，８１０万円を減額し、３億６，

２６０万円に。  

       次のページ、資本的支出は１億１，０９０万円を減額し、７億６，３３５万７，

０００円とします。補正予算第４条は、資本費平準化債の償還方法について、２

０年以内、うち据え置き３年以内を、４０年以内、うち据え置き５年以内に改め

ます。補正予算の第５条は、一般会計からの補助金の額ですが８，１３０万円を

３，２７０万円に改めるものです。  

       次のページ、下水補１、２ページには実施計画を添付しておりますが、説明に

つきましては、議案第１７号資料で説明申し上げます。まず、収益的収入及び支

出で、支出から説明いたします。資料２ページをごらんください。この資料は、

各目、節ごとの補正予算額と、その右には公共、農集、個別のセグメントごとに

内訳をお示ししています。営業費用は管渠費及び処理場費における光熱水費や委

託料などを実績見込みにより増減、営業外費用は企業債利息を減額するとともに、

消費税等納付金及びその他雑支出で特定収入に係る消費税を減額し、下水道事業

費用全体で２，９６０万円を減額いたします。  

       １ページにお戻りください。収入の下水道事業収益の営業収益では、下水道使

用料を実績見込みにより増額、営業外収益は一般会計からの繰り入れで、繰出

基準に基づく経費に対しての負担金、それ以外の経費に対しての補助金を、そ

れぞれ減額いたします。特別利益は、繰越欠損金の補塡として、法適用初年度

の平成２８年度から一般会計からの補助を受けておりましたが、平成２９年度

決算にて欠損を解消したため２，５００万円を減額いたします。  

       次に、４ページをお開きください。資本的収入及び支出です。支出では建設改

良費は、事業の実績見込みにより１億１，８１４万円を減額、管路整備費、雨

水整備、処理場改良費とも工事や委託の実績に合わせて減額、企業債償還金は、

利率見直しの影響により元金分を７２４万円増額いたします。  

       次に、３ページにお戻りください。収入では、支出の建設改良事業の実績見込

みに伴い、企業債や国庫補助金を減額、負担金は新規ます設置に係る受益者負

担金、工事負担金など実績見込みにより増額いたします。一般会計出資金につ

きましては、収支不足の補塡に平成２９年度の決算後の留保資金を極力充てる

こととして、８３０万円を減額いたします。この結果、一般会計からの繰入総

額は４億４，７００万円となり、６，８２０万円の減額となります。  

       議案にお戻りください。その他の説明書としましては、下水補３ページには予

定キャッシュ・フロー計算書、下水補４ページから６ページには、予定貸借対

照表をお示ししていますので、ご参照ください。  

       以上、議案第１７号の説明とさせていただきます。両議案とも、よろしくご審

議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第２６ 議案第１８号  平成３１年度福崎町一般会計予算について  

 

議    長  日程第２６、議案第１８号、平成３１年度福崎町一般会計予算についてを議題

といたします。本案に対する詳細なる説明を求めます。  
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企画財政課長  議案第１８号、平成３１年度一般会計予算について、ご説明申し上げます。  

       当初予算の議案に係る説明書としまして、議案資料のほか、一番上に予算編成

の概要等の２４ページまでの資料と別冊の各会計の事項別明細書、給与費明細書、

地方債に関する調書及び実施計画書等を取りまとめ、平成３１年度予算に関する

説明書として取りまとめております。また、議案の予算及び詳細な説明資料は、

議案ごとに別とじとしておりますので、それぞれ審議の参考としてください。  

       それでは、一般会計の議案第１８号をお開きください。第１条は、歳入歳出予

算でありますが、総額を８２億８００万円とし、款項の区分及び当該区分ごとの

金額は第１表で、１ページ、２ページの歳入、３ページ、４ページの歳出のとお

りとしております。まず、予算の概要説明をさせていただきますので、予算に関

する説明書の一番前に添付しております予算の概要をごらんください。  

       １ページの中ほどからであります。一般会計の予算総額は８２億８００万円で、

前年度比８億６００万円、率にして８．９％の減としています。その要因ですが、

エルデホールの空調設備を初めする施設改修に係る事業費、コンビニ交付に係る

事業費が増加するものの、町営住宅駅前団地の整備及び福崎駅周辺整備事業費の

大幅な減少によるものであります。予算の概要では、歳入の見込みと総合計画の

６本の柱ごとに総括的に主要事業をお示ししておりますので、お目通しいただき

ますようお願いいたします。  

       歳入につきましては、概要の５ページをお開きください。一般会計歳入内訳で

ありますが、１款、町税は、前年度比３，５３０万円増の３２億７，６４０万円

を計上しております。個人町民税所得割は、所得の伸びを若干見込み、３，２５

０万円、率にして３．６％の増、法人町民税税割は設備投資等による前年の収益

減実績により５，０００万円、率にして１８．８％の減、固定資産税の家屋は、

前年度新増築分の増により２，３００万円、率にして３．２％の増を見込んでお

ります。  

       議案資料の４ページに、税の当初予算前年度比較表をおつけしておりますので、

ご参照ください。  

       １０款、地方交付税における普通交付税につきましては、トップランナー方式

を見込み、基準財政収入額が法人町民全税割の減収見込みがあるものの、個人町

民税所得割、固定資産税の家屋及び償却の増収見込みにより、前年度算定額に比

べ若干の増加を見込み、基準財政需要額は国の推計伸び率により包括算定経費を

見込んだ影響などにより減少となり、普通交付税と臨時財政対策債の合計で、対

前年度算定額比約２，０１７万円減の１４億６，０００万円を見込みました。  

       １４款、国庫支出金、２１款、地方債は、福崎駅周辺整備及び町営住宅駅前団

地整備の事業費の減少などにより、国庫支出金は約３億９，１００万円減の７億

９，８７０万円を、地方債は５億８６０万円減の８億３，３１０万円を見込んで

います。  

       ５ページの最下段では、１款から１１款と臨時財政対策債を合わせた一般財源

総額を記載しております。前年度に比べ１億８，４９０万円増の５４億６，５０

０万円を見込んでおりますが、歳入歳出見積もりの結果、一般財源が不足する額

１億４，６００万円につきましては、財政調整基金から繰り入れて予算編成を行

っており、平成２７年度から引き続き５年連続で多額の財政調整基金を取り崩す

厳しい予算となっております。歳出の概要につきましては、町長の所信表明のと

おりでございます。概要の１３ページからは、第５次総合計画の施策ごとに主要

事業を取りまとめております。  

       本日の説明につきましては、事項別明細書に沿って、これらの主な事業につい
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て説明をさせていただきます。なお、事業名称、概要の前に新規事業、拡充事業

の表示のほか、福崎町総合戦略に位置づけた事業は「総」で、行政改革の事項に

つきましては「行」でお示しをしておりますので、ご参照ください。  

       各目の説明に入ります前に、職員給について、総括的にご説明申し上げますの

で、資料の１ページをお願いいたします。この資料では、一般会計の目ごとと特

別会計ごとの配置職員数、それぞれの増減理由と総人件費をお示ししています。

１行目の一般会計に属する職員数は、一般職１３０人、再任用５人と嘱託臨時職

員８５人の合計２２０人。下から２行目になります全会計では一般職１５１人、

再任用６人、嘱託臨時職９２人の合計２４９人であります。前年度と比較しまし

て３人増となっております。一般職員採用による１名の増、再任用職員の２名の

増であります。全会計で人件費総額では、前年度比較で７３２万３，０００円の

増となります。再任用職員の増、人事院勧告等の影響などにより、職員給が７３

１万４，０００円の増、期末勤勉手当で２５４万２，０００円の増、県退職手当

組合負担金は、特別負担金の減少により、１１３万円の減、共済組合負担金は負

担率の引き下げにより５９２万９，０００円の減となります。  

       なお、全会計の一般職に係る給与費明細書につきましては、資料２ページから

３ページに添付しておりますので、審議の参考としてください。  

       それでは、歳出、目ごとに説明申し上げますので、事項別明細書９７、９８ペ

ージをお開きください。限られた時間でありますので、各目の予算額や目の概要

説明は省略させていただき、主要な事業の取り組み内容や新規事業の補足説明を

中心に申し上げます。  

       また、説明の内容では、町長からの冒頭の挨拶、各課重点事項と重複する部分

も多々ございますが、ご了承ください。議会費から順次説明を申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

議    長  説明の途中でありますけれども、休憩をとりたいと思います。  

       再開は、２時１５分ということでお願いします。  

◇ 

休憩 午後 ２時００分  

再開 午後 ２時１５分  

◇ 

議    長  それでは、再開したいと思いますのでよろしくお願いいたします。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

企画財政課長  以上、議案第１８号、平成３１年度一般会計予算の説明とさせていただきます。

よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げます。  

 

日程第２７ 議案第１９号  平成３１年度福崎町国民健康保険事業特別会計予算について  

日程第２８ 議案第２０号  平成３１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計予算について  

日程第２９ 議案第２１号  平成３１年度福崎町介護保険事業特別会計予算について  

 

議    長  日程第２７、議案第１９号、平成３１年度福崎町国民健康保険事業特別会計予

算についてから、日程第２９、議案第２１号、平成３１年度福崎町介護保険事業

特別会計予算についてまでを一括議題といたします。  

       各案に対する詳細なる説明を求めます。  

健康福祉課長  議案第１９号、平成３１年度福崎町国民健康保険事業特別会計予算について、

ご説明申し上げます。  

       歳入歳出予算の総額をそれぞれ１９億２，５４０万円とするものです。  
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       また、第２条は、一時借入金の総額を８，０００万円と定めるものです。議案

第１９号資料１ページから６ページにお示ししておりますので、ご参照くださ

い。 

       まず、資料１ページをお願いいたします。  

       平成３１年度の予算編成方針です。  

       国民健康保険制度は、国民皆保険体制の基盤をなす制度として地域住民の健康

の保持・増進、福祉の向上及び生活の安定に重要な役割を果たしています。し

かしながら、その財政運営は急速な被保険者の高齢化や医療の高度化等による

医療費の増加、また、離職者や低所得者が多いという制度の構造的な問題を抱

え非常に厳しい状況にあります。  

       このような課題に対応し、制度の安定化を図るため、国の財政支援の拡充によ

り財政基盤を強化するとともに、平成３０年度からは、兵庫県が財政運営の責

任主体として事業運営の中心的な役割を担うよう大きな制度改正が行われまし

た。 

       町においては、資格管理、保険給付、保険税の賦課徴収、保健事業等の地域に

おけるきめ細やかな事業を行っています。平成３１年度の主な改正点は、昨年

に引き続き課税限度額の見直しが行われます。また、低所得者に対する軽減措

置を拡大し、２割、５割軽減の対象となる所得基準額の引き上げを行います。  

       歳出面において、その大部分を占める保険給付費は、被保険者数３，８８０人

を見込み、過去３年間における給付状況、対前年度伸び率等を勘案し、兵庫県

から示された額を科目ごとに配分いたしました。  

       療養給付費は、一般分で前年度当初予算費３％減の１１億３，５００万円、退

職分は前年度当初予算費１１．４％減の７００万円を見込みました。国民健康

保険事業費納付金につきましては、兵庫県から示された額を医療分、後期分、

介護分に区分して措置しています。保健事業費は、第３期特定健康診査等実施

計画に基づき、特定健康診査、特定保健指導を実施し、健診受診率の向上に努

めるとともに，第２期データヘルス計画に沿った効率的な保健事業を実施しま

す。 

       次に、歳入の保険税に関してですが、県から示された標準保険料率を参考に税

率上昇の抑制を図り、現行税率に基づいて収入額を見込んでいます。現年度分

については、収納率９５％、３億３，７３０万円と見込んでおります。  

       国庫支出金については、事務処理システム等の改修に要する費用のうち、国庫

補助対象となる金額を計上しています。  

       県支出金については、保険給付費に対する普通交付金、町の各種取り組みに対

する特別交付金として県の推計金額を参考に計上しています。  

       また、国保財政調整基金から２，０００万円を繰り入れ、前年度に引き続き制

度改正に伴う税負担の激変緩和を図ります。  

       第１表の歳入歳出予算につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で議案第１９号の説明を終わります。  

       続きまして、議案第２０号、平成３１年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計

予算について、ご説明申し上げます。  

       歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億７，０５０万円と定めるものです。  

       議案第２０号資料１ページから３ページにお示ししておりますので、ご参照く

ださい。  

       まず、資料１ページ、当初予算案をごらんください。  
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       この特別会計予算の歳入は、兵庫県広域連合が賦課する保険料の徴収と保険料

軽減分を県と町で公費負担する保健基盤安定負担金及び職員給与費と事務費を

ともに一般会計から繰り入れるものです。  

       歳出は、一般管理費の職員給与等と保険料徴収事務経費及び保健基盤安定負担

金と保険料を合わせて広域連合に納付するものです。  

       資料２ページをお願いいたします。  

       後期高齢者医療事業保険料の軽減についてです。  

       後期高齢者医療制度発足時における保険料の激変緩和措置として、国の予算措

置により実施されてきた保険料軽減特例措置について、制度の持続性を高める

ため、世代間、世代内の負担の公平性を図り、負担能力に応じた負担を求める

観点から、平成２９年度から段階的に所得割軽減及び元被扶養者の均等割軽減

が見直されてきました。  

       資料３ページをお願いいたします。  

       左下をごらんいただきますと、据え置かれていた所得の低い被保険者に対する

被保険者均等割額の軽減、本則７割軽減、特例措置により９割または８．５割

軽減については、消費税引き上げによる財源を活用した社会保障の充実策とし

て、低所得者に対する介護保険料の軽減の拡充や年金生活者支援給付金の支給

が１０月から開始されることに合わせて国庫補助が廃止されるため見直される

ものです。  

       ２ページにお戻りいただきたいと思います。  

       １番の保険料軽減特例措置の見直しでは、（１）の９割軽減対象者について、

表１のとおり段階的に見直されます。（２）８．５割軽減対象者につきまして

も、表２のとおり段階的に見直されることになります。  

       右側をお願いいたします。２番は低所得者の均等割について、２割、５割軽減

の対象が拡大されます。被保険者１人当たりの基礎控除額が５割では５，００

０円、２割では１万円引き上げられます。  

       第１表の歳入歳出予算につきましては、事項別明細書でご説明申し上げます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で議案第２０号の説明を終わります。  

       続きまして、議案第２１号、平成３１年度福崎町介護保険事業特別会計予算に

ついて、ご説明申し上げます。  

       歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６億９，８５０万円と定めるものです。  

       議案第２１号資料１ページから５ページにお示ししておりますので、ご参照く

ださい。  

       まず、資料１ページをお願いいたします。  

       平成３１年度予算編成方針です。  

       平成３１年度は、第７期事業計画の２年目となり、介護保険制度が施行され２

０年目を迎えサービス給付費も年々増加しています。平成３０年度は、地域包

括ケアシステムの構築に向けて高齢者の自立支援、重度化防止等を進めるため、

保険者機能強化に取り組みました。本年度は、平成３０年度に引き続き保険者

機能強化に取り組むとともに、介護給付費の５割を公費に加えて別枠で公費を

投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡充します。後期負担割合財源は、国

５０％、県、町２５％です。平成３１年度の予算編成は、これらの制度改正等

を勘案し積算いたしました。  

       歳出では、事業計画の被保険者５，４９３人を見込み、要介護認定者数は８９

８人を見込んでいます。サービス給付費は、平成３０年度決算見込みから推計
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し、居宅サービスの増加と報酬改定分を見込み１５億５，５００万円、対前年

度当初予算費４．７％増を計上しています。  

       地域支援事業は、平成３０年４月の在宅医療介護連携推進事業の開始により、

地域包括ケアシステムの構築に必要とされた条件は満たしました。  

       今後は、在宅医療、介護連携支援センターや社会福祉協議会を初め各医療機関、

サービス事業所等との連携を図り、地域共生社会の実現も視野に入れた共助・

公助のサービスの充実と基盤となる自助・互助の活動推進のため、この問題を

我が事として捉え、丸ごと支援する仕組みづくりに取り組みます。各補助構成

枠の上限額以内を設定し、保健師等人件費を合わせて８，５１０万円を見込ん

でいます。  

       歳入においては、第１号被保険者保険料、国・県・町による介護給付費負担金、

市町の高齢化率及び所得分布状況を勘案して決められる介護給付費調整交付金、

第２号被保険者保険料からの支払基金交付金が保険給付費の財源となります。  

       また、地域支援事業は、介護予防、生活支援サービス事業、介護予防ケアマネ

ジメント事業、一般介護予防事業からなる総合事業と、地域包括支援センター

の運営、社会保障充実に係る事業からなる総合事業以外の包括的支援事業及び

任意事業の交付金が財源となります。  

       歳出に見合うルール分を計上しています。  

       第１表、歳入歳出の予算は、事項別明細書により説明をさせていただきます。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上で議案第１９号から第２１号までの説明を終わります。３議案とも、ご審

議賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 

日程第３０ 議案第２２号  平成３１年度福崎町水道事業会計予算について  

日程第３１ 議案第２３号  平成３１年度福崎町工業用水道事業会計予算について  

日程第３２ 議案第２４号  平成３１年度福崎町下水道事業会計予算について  

 

議    長  日程第３０、議案第２２号、平成３１年度福崎町水道事業会計予算についてか

ら、日程第３２、議案第２４号、平成３１年度福崎町下水道事業会計予算につ

いてまでを一括議題といたします。  

       各案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第２２号、平成３１年度福崎町水道事業会計予算について、ご説明申し上

げます。  

       議案の次のページをごらんください。  

       第２条、業務の予定量については、１、給水戸数８，１００戸で前年度比２．

５％の増、２、年間給水量は２５３万５，０００立方メートル、前年度比２．

１％の増で、３、１日平均給水量を６，９００立方メートルとしています。４、

主な建設改良事業は、加治谷から亀坪への配水管更新工事、町道西治長野線西

谷川水管橋布設替工事、余田配水池から東部工業団地への連絡送水管更新工事

などを予定しています。  

       議案第２２号資料９ページには、位置図を添付していますので、ご参照くださ

い。 

       第３条の収益的収入及び支出の予定額は、収入の水道事業収益が４億３，３１

０万円で、前年度比５．３％の減、支出の水道事業費用は４億２，３３０万円

で前年度比０．４％の減としています。  

       第４条の資本的収入及び支出は、２ページをごらんください。資本的収入は１，
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１５０万円、資本的支出は１億３，４００万円で、今年度は施設更新などの補

助事業がないため、収入、支出とも前年度から大きく減少しています。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億２，２５０万円に

つきましては、１ページ、第４条、括弧書きに記載のとおり、当年度分消費税

及び地方消費税、資本的収支調整額８５６万１，０００円と過年度分損益勘定

留保資金１億１，３９３万９，０００円で補塡するものとしています。  

       ２ページです。第５条は一時借入金の限度額、第６条は予定支出の各項の経費

の金額の流用、第７条は議会の議決を経なければ流用することができない経費、

第８条は他会計からの補助金、第９条は棚卸資産購入限度額についてそれぞれ

記載のとおり定めるものです。  

       次に、予算の内容について説明いたします。予算に関する説明書をごらんくだ

さい。  

       全会計のうち後ろ４会計が企業会計となりますが、水道事業会計の１、２ペー

ジをお開きください。  

       これが実施計画となります。この明細を１７ページ以降に添付していますので、

そちらで説明いたします。  

       まず、収益的収入及び支出です。  

       支出から説明いたしますので、１８ページをごらんください。  

       支出は、営業費用が４億２７５万４，０００円で、原水及び浄水費、１９ペー

ジの配水及び給水費、２０ページの総係費など維持管理に要する経費や減価償

却費、資産減耗費などを計上しています。  

       ２１ページ、営業外費用１，９５４万６，０００円は、支払利息、漏水還付金、

消費税等納付金など、特別損失１００万円は、福田水源地の工事請負者、理水

化学株式会社との調停に要する弁護士報酬であります。  

       １７ページにお戻りください。  

       収入は、営業収益が３億３，６３０万６，０００円、うち水道料金は工業団地

企業による使用料の増や消費税法改正による増額分などから若干伸びを見込ん

で３億２，４００万円、１．９％の増としています。  

       営業外収益は９，６７８万４，０００円、主なものは、長期前受金戻入８，６

０３万８，０００円、加入分担金９３０万９，０００円などです。  

       次に、資本的収入及び支出です。  

       ２３ページの支出から説明いたします。  

       建設改良費は、冒頭の業務の予定量に記載している事業などで１億１，３５４

万４，０００円、車両運搬具は、軽貨物車の購入１６０万円、企業債償還金は

１，８８５万６，０００円を計上しています。  

       ２２ページにお戻りください。  

       資本的収入は、給水工事負担金の１，００５万３，０００円などを見込んでい

ます。  

       なお、議案第２２号資料では、それぞれの積算内訳を記載したものを添付して

いますので、ご参照ください。  

       予算に関するその他説明資料としましては、３ページが予定キャッシュ・フロ

ー計算書、４ページから６ページは給与費明細書、８ページは平成３０年度の

予定損益計算書、９ページからは平成３０年度末の予定貸借対照表、１３ペー

ジからは平成３１年度末の予定貸借対照表をお示ししていますので、それぞれ

ご参照ください。  

       以上、議案第２２号の説明とさせていただきます。  
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       続きまして、議案第２３号、平成３１年度福崎町工業用水道事業会計予算につ

いて、ご説明申し上げます。  

       議案の次のページをごらんください。第２条、業務の予定量は、１、給水事業

所数は３０事業所で前年度と同数、２、年間給水量６０万４００立方メートル

で２．０％の増、３、１日平均給水量を１，６４０立方メートルとしています。  

       第３条の収益的収入及び支出の予定額は、収入の工業用水道事業収益が４，９

５０万円で前年度比０．２％の増、支出の工業用水道事業費用は４，７７０万

円で前年度比１．０％の減を見込んでいます。  

       第４条の資本的収入及び支出は、２ページになりますが、資本的収入はなく、

資本的支出は２４２万１，０００円で５６．８％の減を見込んでいます。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額２４２万１，０００円

につきましては、１ページの第４条、括弧書きに記載のとおり、過年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額２４２万１，０００円で補塡するものとし

ています。  

       ２ページです。  

       第５条は一時借入金の限度額、第６条は予定支出の各項の経費の金額の流用、

第７条は議会の議決を経なければ流用することができない経費について、それ

ぞれ記載のとおり定めるものです。  

       次に、予算の内容について説明いたします。  

       予算に関する説明書の工業用水道事業会計１、２ページをお開きください。  

       実施計画となりますが、説明につきましては、１７ページ以降の明細で説明い

たします。  

       まず、収益的収入及び支出です。  

       支出から説明申し上げますので１８ページをごらんください。  

       支出は、営業費用が４，４２３万７，０００円で、送水及び配水費の主なもの

は、修繕費、動力費、１９ページでは、受託工事費、減価償却費を計上してい

ます。営業外費用は３４６万３，０００円で、支払利息や消費税等納付金を計

上しています。  

       次に、１７ページにお戻りください。  

       収入です。営業収益は３，６４６万円で、水道料金は前年度比２．０％増の３，

５３０万円を計上しています。営業外収益は１，３０４万円で、長期前受金戻

入が主な収入となります。  

       続きまして、２０ページの資本的収入及び支出です。  

       収入はありません。  

       支出では、建設改良事業の予定はなく、企業債元金償還金の２４２万１，００

０円となります。  

       なお、議案第２３号資料では、それぞれの積算内訳を記載したものを添付して

いますので、ご参照ください。  

       予算に関するその他説明資料としましては、３ページが予定キャッシュ・フロ

ー計算書、４ページから６ページが給与費明細書、８ページが平成３０年度の

予定損益計算書、９ページからは平成３０年度末の予定貸借対照表、１３ペー

ジからは平成３１年度末の予定貸借対照表をお示ししていますので、それぞれ

ご参照ください。  

       以上、議案第２３号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第２４号、平成３１年度福崎町下水道事業会計予算について、

ご説明申し上げます。  
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       議案の次のページをお開きください。  

       第２条に定めた業務の予定量は、１、接続件数５，５４０件、前年度比２．

６％の増、２、年間総処理水量２４４万２，６００立方メートル、３、１日平

均処理水量６，７００立方メートルとしています。４、主な建設改良事業は、

長目地区舗装本復旧工事、公共下水道ストックマネジメント計画策定、川すそ

雨水幹線工事、直谷第２雨水幹線詳細設計などを予定しています。  

       議案第２４号資料９ページに位置図を添付していますので、ご参照ください。  

       第３条は、収益的収入及び支出です。下水道事業収益は１０億５，６１０万円

で、前年度比３．１％の減、下水道事業費用は１０億５，５５０万円で、前年

度比１．４％の減としています。また、下水道事業基金の取り崩しは、減価償

却費及び支払利息に充て、受取利息及び他会計補助金の基金に積み立てるため

３条に補記しています。  

       第４条は、資本的収入及び支出で、２ページのとおり資本的収入は４億３，５

４０万円で、前年度比１１．３％の減、資本的支出は８億４，３２０万円で、

前年度比４．４％の減を見込んでいます。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額４億７８０万円は、１

ページ、第４条、括弧書きに記載のとおり、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額１，１２７万円、過年度分損益勘定留保資金１７０万３，００

０円、当年度分損益勘定留保資金３億８，４０８万９，０００円及び過年度分

未処分利益剰余金１，０７３万８，０００円で補塡するものとしています。  

       第４条の２は、コミプラ廃止に伴う打ち切り決算により発生する特例的収入及

び支出、第５条では、債務負担行為を設定するもので、内容は農業集落排水処

理施設保守点検清掃業務について、平成３２年度からの３年間、限度額５，３

２０万円と定めます。  

       第６条は企業債の目的、限度額などで、上段は下水道事業債、下段は資本費平

準化債について、限度額、方法、利率、償還方法を、第７条は一時借入金の限

度額、第８条は予定支出の各項の経費の金額の流用、第９条は議会の議決を経

なければ流用することができない経費、第１０条は他会計からの補助金、第１

１条は利益剰余金の処分、第１２条は棚卸資産購入限度額についてそれぞれ記

載のとおり定めています。  

       次に、予算の内容について説明いたします。  

       予算に関する説明書の１、２ページが実施計画でございますが、説明につきま

しては２４ページ以降の明細書で説明いたします。  

       収益的収入及び支出の支出から説明いたします。  

       ２５ページをお開きください。  

       下水道事業費用は、営業費用が８億７，１９０万円で、管渠費、ポンプ場費、

処理場費などの維持管理に要する費用や、２６ページの業務費、総係費など事

務処理費用、２７ページの減価償却費を計上しています。  

       営業外費用は１億６，４６０万円で、企業債利息や消費税等納付金など、特別

損失では、公共下水道に統合させた後のコミプラ施設を閉鎖させるため、処理

槽の清掃、埋め戻し、機器類を撤去させるための経費として１，９００万円を

計上しています。  

       次に、収入です。  

       戻っていただき２４ページをお開きください。  

       下水道事業収益は、営業収益が４億１，１１０万円、下水道使用料は、工業団

地事業所の接続が順次進んでいることや消費税法改正による増額分を見込んで
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前年度当初との予算費で５．６％増の３億７，３８０万円を見込んでいます。  

       一般会計からの繰り入れについては、総務省繰り出し基準に基づく経費に対す

るものを負担金、基準外の経費に対するものを補助金として営業収益及び営業

外収益で受け入れます。また、国庫補助金では、農業集落排水処理施設６地区

の長寿命化計画を策定するため、機能診断経費として１，２００万円、特別利

益１，９００万円は、これは先ほど説明いたしました長目コミプラ施設の閉鎖

に要する経費として一般会計からの補助金となります。  

       続きまして、資本的収入及び支出です。  

       支出から説明いたします。  

       ２９ページをお開きください。  

       資本的支出、建設改良費は２億８，７２４万円で、業務の予定量で説明申し上

げました各事業費及び事務費、人件費を、管路整備費、管路整備費（雨水）、

処理場改良費として計上しています。  

       また、３０ページの企業債償還金は、前年度比３，０６５万５，０００円増の

５億５，５３０万円を計上しています。  

       次に、収入です。  

       ２８ページにお戻りください。  

       資本的収入は、建設改良事業に係る企業債や社会資本整備総合交付金などの国

庫補助金、新規ます設置に伴う各負担金を計上しています。また、一般会計か

らの繰り入れについては、資本費平準化債を借りてもなお不足する額を出資金

で受け入れています。  

       その他の予算に関する説明書につきましては、３ページが予定キャッシュ・フ

ロー計算書、４ページから６ページが給与費明細書、８ページは平成３０年度

の予定損益計算書、９ページからは平成３０年度末の予定貸借対照表、１５ペ

ージからは平成３１年度においてコミプラ区域が公共下水道に統合する予定の

６月１日時点の予定貸借対照表、１９ページからは平成３１年度末の予定貸借

対照表をお示ししていますので、それぞれご参照ください。  

       以上、議案第２４号の説明とさせていただきます。  

       ３議案ともよろしくご審議を賜り、ご賛同いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

日程第３３ 議案第２５号  平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算について  

 

議    長  日程第３３、議案第２５号、平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算に

ついてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道事業管理者 議案第２５号、平成３１年度福崎町工業団地造成事業会計予算について、ご説

明申し上げます。  

       まず、議案第２５号説明資料４ページに区域図を添付しておりますので、そち

らのほうをごらんください。  

       工業団地の造成予定区域は、図面に太線で囲んでおります範囲で、東部工業団

地に隣接する約４．８ヘクタールであります。区域のほとんどが農振農用地で

ありまして、その除外手続や都市計画法上の手続につきましては、一般会計に

おいて既に取り組んでおりますが、今後、区域内の用地取得、造成工事、完成

土地の売却について公営企業として実施してまいります。  

       なお、計画予定区域の西面が集落に隣接することから、既存の公園の移設も含
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めて今後協議を進めてまいりたいと考えております。  

       それでは、議案のほうにお戻りいただきまして、議案の次のページをごらんく

ださい。  

       第２条は、業務の予定量であります。本年度は、用地取得が主たる事業となり

ますので土地取得量を４万１００平方メートルとしております。  

       第３条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入は工業団地造成事業収益１万

円、支出は工業団地造成事業費用１１０万円を計上しております。  

       第４条は、資本的収入及び支出で、収入は資本的収入４億５，２２０万円、支

出は資本的支出４億５，０２０万円を計上しております。内容につきましては、

後ほど説明させていただきます。  

       ２ページをごらんください。  

       第５条は、企業債の目的、償還の方法等を規定しております。  

       第６条は、一時借入金の限度額、第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流

用、第８条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費、第９条

は、重要な資産の取得として土地取得料を計上しております。  

       次に、予算の内容につきまして説明をさせていただきます。  

       冊子の予算に関する説明書のほうをごらんください。  

       １ページ、２ページが実施計画になります。この内容につきましては、１０ペ

ージ以降の明細のほうで説明をさせていただきます。  

       まず、収益的収入及び支出でございます。  

       １０ページをごらんください。  

       この事業における収益的収入及び支出は、造成が完了した土地を売却するため

に必要な費用及び売却収入となります。したがいまして、造成完了までは大き

な収入、支出はございません。  

       収入は、営業外収益、雑収益として１万円、支出は、営業費用、一般管理費に

企業会計システム導入に係る保守管理料、借上料で１０９万円、営業外費用と

しまして雑支出に１万円を計上しております。  

       １１ページをお開きください。  

       資本的収入及び支出であります。  

       収入では、出資金は一般会計から２００万円を受け入れまして資本金に組み入

れます。企業債は、資本的支出に対して１００％充当し４億５，０２０万円を

借り入れます。  

       １２ページは資本的支出であります。目、用地費では、用地買収費３億３，７

００万円と物件補償費４，０００万円、直接経費では委託料で造成工事に係る

測量設計費６，９２０万円を計上しまして、合わせて事務的経費をそれぞれの

節に計上しております。  

       人件費につきましては、一般会計職員を併任として、その一部を一般会計支出

金として計上しております。  

       建設利息は、一時借入金利息として５０万円を計上しております。  

       なお、議案第２５号資料にはそれぞれの積算内訳を記載したものを添付してお

りますので、ご参照ください。  

       予算に関するその他の説明資料としましては、ちょっとお戻りいただきまして、

３ページが予定キャッシュ・フロー計算書、４ページから６ページが給与費明

細書、７ページ、８ページは平成３１年度末の予定貸借対照表をお示ししてお

ります。９ページには財務諸表等に関する注記を記載しております。  

       重要な会計方針、（３）をごらんください。本事業におきましては、土地売却
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収入が非課税売上となるため、消費税の申告を予定していないことから税込経

理方式を採用しております。  

       また、最後、その他の注記では、予定開始貸借対照表につきまして、本事業で

は、法適用日において、資産、負債、資本が存在しないため省略する旨を記載

しております。  

       以上、議案第２５号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 

日程第３４ 議案第２６号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

 

議    長  日程第３４、議案第２６号、福崎町道路線の廃止及び認定についてを議題とい

たします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

まちづくり課長 議案第２６号、福崎町道路線の廃止及び認定について、ご説明申し上げます。  

       当議案は、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定によりまして福崎町

道路線を別紙のとおり廃止及び認定することについて議会の議決を求めるもの

です。  

       平成２７年１２月議会で認定をいただきました東伸株式会社が開発した道路を

一旦廃止いたしまして、株式会社アリマ・インバストメント専用住宅２０区画

の開発により帰属予定の道路をあわせて町道認定するものです。  

       議案の別紙をごらんください。  

       廃止する路線は２級２３５８号線です。認定する路線は２級２３５８号線です。  

       路線の位置等につきましては、議案第２６号資料の１ページをごらんください。  

       まず、廃止する路線は２級２３５８号線です。起点は、西田原字上野田１８４

６番２０地先から終点は西田原字上野田１８４６番１０地先まで、延長は１０

３．０４メートル、幅員は６．０メートルから１３．２メートルです。  

       次に、認定する路線でございます。資料の２ページをごらんください。  

       ２級２３５８号線です。起点は西田原字上野田１８４６番２０地先から終点は

西田原字上野田１８４２番１０地先まで、延長は２９６．０７メートル、幅員

は６．０メートルから１３．２メートルです。  

       以上、議案第２６号、福崎町道路線の廃止及び認定についての提案説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上

げます。  

 

日程第３５ 議案第２７号  工事請負契約について（学校施設空調設備設置工事）  

 

議    長  日程第３５、議案第２７号、工事請負契約について（学校施設空調設備設置工

事）を議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

学校教育課長  議案第２７号、工事請負契約についてご説明申し上げます。  

       議案第２７号は、２月２１日に一般競争入札を行いました学校施設空調設備設

置工事について、議会の議決を得て本契約を締結しようとするものです。  

       契約の相手方は、議案書のとおり、姫路市香寺町田野８２５番地の１、テラマ

エ設備工業株式会社代表取締役、浅田修一氏で、契約金額は２億７，３２４万

円です。  

       続いて、学校施設空調設備設置工事の概要について説明させていただきます。  
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       議案第２７号資料１ページをごらんください。  

       左側に工事の概要を、右側に入札結果をお示ししています。  

       入札は一般競争入札により参加業者数６者で執行いたしました。  

       続いて、施設の概要について説明させていただきます。  

       資料２ページをお願いいたします。  

       上段は福崎小学校、下段は高岡小学校で、それぞれ左側に配置図、右側には空

調設備を設置する校舎の代表的な階の部分平面図をお示ししています。福崎小

学校は、各教室天井に空調室内機２台を設置し、室外機は校舎の北側の地上に

複数室内機に対応するマルチ型室外機の配置を基本とします。高岡小学校では、

室内機、配置は同じく各教室天井に２台配置しますが、室外機は各教室の南の

ベランダに１台ずつ単独型室外機を配置します。  

       ３ページは、同様に田原小学校、八千種小学校、４ページは、福崎西中学校、

福崎東中学校を示しています。室外機数が少ない高岡小学校、八千種小学校は、

単独型としております。  

       ５ページは、教室の配置を示した立面図で、１２月議会での資料と同じ内容で

す。 

       工事期間は、平成３１年３月３１日までで契約をさせていただき、国の臨時特

例交付金での繰越承認手続を経て平成３１年９月３０日まで工期延長を想定し

ています。６月ごろから気温が高くなってまいりますので、部分的な供用も視

野に入れつつ、児童生徒の安全と学習環境に配慮しながら、できるだけ早期の

完成を目指してまいります。  

       以上、議案第２７号、工事請負契約についての提案説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願いいたします。  

 

日程第３６ 議案第２８号  工事請負契約の変更について（福崎駅周辺整備（その２）工事）  

 

議     長  日程第３６、議案第２８号、工事請負契約の変更について（福崎駅周辺整備

（その２）工事）を議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

技    監  議案第２８号、工事請負契約の変更は、福崎駅周辺整備（その２）工事、いわ

ゆる交流広場の工事において追加工事を行うため、地方自治法第９６条第１項

第５項の規定により議会の議決を経て変更契約を締結するものです。  

       契約の相手方は三木工業株式会社で、変更前契約額に２，３０３万１，０００

円を増額し、変更後の契約額を２億４，２２７万１，０００円とするものです。  

       議案第２８号説明資料をごらんください。  

       中央に主な増額の内訳を記載しています。  

       １点目の土工については、地中に古い建物の基礎等が多く存在していることか

ら、コンクリートがら等の撤去処分に要するもので約８２０万円の増額を予定

しています。  

       ２点目の仮歩道は、施工中、駅利用者の動線を確保するため、舗装付の仮歩道

を工事の進捗に応じて位置を切り替えながら設置するもので、約２８０万円の

増額を予定しています。  

       ３点目のスロープは、交流広場の中央部から駅舎または観光交流センターへの

移動に対するバリアフリーとして図面中の番号①の箇所に設置するもので、約

２６０万円の増額を予定しています。  

       ４点目のモニュメントピットとは、図面中の番号②の箇所に水槽やモーター等
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機械装置の格納庫を地中に設置するもので約９４０万円の増額を予定していま

す。駅前観光交流センターとの工程調整の結果、工事を来年度に繰り越し、工

期を９月３０日まで延期する予定です。  

       以上、議案第２８号の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただき、

ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

 

日程第３７ 議案第２９号  兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について  

日程第３８ 議案第３０号  兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更について  

 

議    長  日程第３７、議案第２９号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更に

ついて、及び日程第３８、議案第３０号、兵庫県町議会議員公務災害補償組合

規約の一部変更についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

総 務 課 長 議案第２９号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について、並

びに議案第３０号、兵庫県町議会議員公務災害補償組合規約の一部変更につい

て説明いたします。  

       両議案とも平成３１年５月１日から「篠山市」から「丹波篠山市」に名称変更

となることから改正しようとするものです。  

       議案第２９号資料の左側の新旧対照表をごらんください。  

       まず、兵庫県市町村職員退職手当組合は、兵庫県内の構成市町等の職員の退職

手当に関する事務を行っておりますが、規約第２条にその構成市町をうたい、

組合は兵庫県内の全町並びに別表第１号表に組織する市及び市町の一部事務組

合をもって組織するとしています。その別表第１号表でございます。  

       また、第５条では、組合の議会をうたい、その第２項で議員は別表第２号表の

地区ごとにその区域内の組合市町の長並びに組合市町の議会の議長が表に上げ

る数を互選するとしています。資料右側がこの別表第２号表になります。それ

ぞれ下線部のとおり、「篠山市」を「丹波篠山市」に変更します。  

       続きまして、議案第３０号資料の新旧対照表をごらんください。  

       兵庫県町議会議員公務災害補償組合は、各構成市町等の議員の公務災害に関す

る事務を行っていますが、規約第２条でその構成市町をうたい、組合は別表に

上げる町等をもって組織するとしています。資料はその別表となります。下線

部のとおり、「篠山市」を「丹波篠山市」に変更します。  

       以上、議案第２９号、議案第３０号の説明といたします。ご審議賜り、ご賛同

いただきますようよろしくお願いいたします。  

 

日程第３９ 発議第１号  福崎町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例について  

日程第４０ 発議第２号  福崎町議会基本条例の一部を改正する条例について  

 

議    長  日程第３９、発議第１号、福崎町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止す

る条例について、及び日程第４０、発議第２号、福崎町議会基本条例の一部を

改正する条例についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

議会運営委員長 発議第１号、福崎町議会政務活動費の交付に関する条例を廃止する条例につい

て、及び発議第２号、福崎町議会基本条例の一部を改正する条例について、提

案理由をご説明申し上げます。  

       今回提案しております２議案は、いずれも政務活動費に関するものであります。  
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       まず、発議第１号は、福崎町議会において交付されておりました政務活動費の

交付を廃止するものです。  

       政務活動費の交付に関しては、福崎町議会では独自に、規程、使途、基準を策

定し、議会事務局職員、監査委員による第三者チェックを受けており、執行に

当たって適正管理に努めており、町民の皆様の信頼を失い、疑念を生じさせる

ようなことはありません。しかし、一部の地方議会議員による政務活動費の不

正受給や書類の改ざん等、マスコミで大きく報道され、地方自治法に規定され

た制度でありながら、地方議会議員への信頼が著しく損なわれる状況となって

おります。  

       このため、使途のいかんにかかわらず適正な評価が得られにくい状況と町民の

視点から議会に求められる活動とは何かを検討した結果、政務活動費の交付を

廃止する条例を提案するものであります。  

       なお、この条例は、平成３１年４月１日から施行しようとするものであり、附

則において収支報告書の保存、閲覧の規定等、経過措置を設けております。  

       次に、発議第２号については、政務活動費の交付を廃止することに伴い、福崎

町議会基本条例の規定のうち、政務活動費に関係する規定を削除し、条文と文

言の整理を行うものです。  

       以上、発議第１号及び第２号の提案説明とさせていただきます。議員各位にお

かれましては、ご理解を賜り、ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上

げます。  

 

日程第４１ 請願第１号  「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を  

            求める請願書  

 

議    長  日程第４１、請願第１号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意

見書」の採択を求める請願書についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を紹介議員に求めます。  

石野光市議員  請願第１号、「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択

を求める請願書について説明を行います。  

       本請願は、西播地域労働組合総連合議長  播戸夏樹氏より提出されているもの

であります。  

       請願の趣旨について読み上げて紹介したいと思います。  

       アベノミクスによる異次元の金融緩和によって大企業の内部留保は増えました

が、労働者の実質賃金は下落し、消費支出も減少し続けています。雇用の流動

化が推し進められ、非正規雇用労働者が全労働者の４割に達し、労働者の４人

に１人が懸命に働いても年収２００万円以下というワーキングプアに陥ってい

ます。  

       低賃金で不安定な仕事しかつけず、自立できない人が増え、厚生労働省によれ

ば、２０１７年の婚姻率は０．４９（推計値）、出生率も１．１４に落ち込み、

少子高齢化がますます進行し、さらに親の貧困が子どもの成長、発達を阻害し

ているという貧困の連鎖、大きな社会問題となっています。  

       ２０１８年の改定による地域最低賃金は、最も高い東京で時給９８５円、本兵

庫県では８７１円、最も低い地方では７６１円です。毎日フルタイムで働いて

も月１１万円ないし１４万円の手取りにしかならず、これでは憲法が保障する

健康で文化的な最低限の生活はできません。しかも時間額で２２４円にまで広

がった地域間格差が労働力の地方からの流出を招き、地方の高齢化と地域経済
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を疲弊させる要因となっています。地域経済を再生する上で地域間格差の是正

と最低賃金の大幅な引き上げが必要です。  

       安倍首相は、最低賃金を毎年３％程度引き上げて加重平均で１，０００円を目

指す、ＧＤＰにふさわしい最低賃金にする、として現行の最低賃金の低さを認

めました。しかし、年３％の引き上げでは、できる限り早期に全国最低８００

円を確保し、２０２０年までに全国平均１，０００円を目指すとした雇用戦略

対話での政労使三者合意を先延ばしすることになります。政治決断で直ちに１，

０００円に引き上げるべきです。  

       あわせて中小企業への助成や融資、仕事起こしや単価改善につながる施策を拡

充すると同時に、最低賃金を改善することは景気刺激策として有効です。さら

に、公正取引の確立の観点から見ても最低賃金を生活保障水準に引き上げ、企

業間取引の力関係の中で、単価削減、賃下げが押しつけられないようにし、適

正利潤を含んだ単価を実現させることが大切です。  

       最低賃金法第９条には、最低賃金の原則として労働者の生計費と賃金に先進国

に例のない支払能力が併記されています。大企業の経済活動に大きく左右され

る指数が地域ランクの判断要素とされ、政府や使用者側は、これを理由に、最

低賃金を劣悪な労働条件の多い小零細企業の労働者との賃金で比較しています。

そうした生計費原則を無視した地域賃金を低く抑える働きによって地域間の賃

金格差が固定拡大され、地域経済の疲弊を進行させているのです。  

       憲法は、全て国民は法のもとに平等、全て国民は健康で文化的な最低限の生活

を営む権利を有するとされ、労働基準法第１条で、労働条件は労働者が人たる

に値する生活を営むための必要を満たすべきものでなくてはならないとしてい

ます。最低賃金法第９条は、最低賃金は生活保護水準を下回ってはならないと

しています。  

       よって、最低賃金の地域間格差をなくして、大幅に引き上げ、中小企業支援策

の拡充を実現するため、以下の事項を内容とする意見書を国に提出するよう請

願します。  

記 

       １ ワーキングプアをなくすため、最低賃金をすぐに１，０００円に引き上げ

ること。  

       ２ 全国一律最低賃金の確立と地域間格差を縮小するための施策を進めること。  

       ３ 中小企業への支援策を拡充すること。中小企業負担を軽減するための直接

支援として、中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度を

実現すること。  

       以上であります。議員諸兄へのご賛同をよろしくお願いいたします。  

議    長  以上で本定例会１日目の日程は終わりました。  

       次の定例会２日目は、３月６日水曜日、午前９時３０分から再開いたします。  

       それでは、本日はこれにて散会いたします。  

       お疲れさまでございました。  

 

散会 午後 ３時５２分  


